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指定特定施設入居者生活介護（指定介護予防特定施設入居者生活介護）運営規程 

介護付有料老人ホームアミカの郷草加 

 

（事業の目的） 

第１条 ＡＬＳＯＫ介護株式会社（以下、「事業者」という）が運営する「介護付有料老人ホームアミカ

の郷草加」（以下、「事業所」という）が行う特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設

入居者生活介護の事業の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、

事業所の生活相談員、看護職員又は介護職員、機能訓練指導員および計画作成担当者（以下、「従

業者」という）が、要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）にある高齢者に対し、適正

な特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護を提供することを目的とす

る。 

 

（運営の方針） 

第２条 一人ひとりの入居者様に誠実に寄り添い、入居者様の自分らしい暮らしをサポートすることを

基本として介護サービスを提供するものとする。 

２ 特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、特定施設サービス計画に基づ

き、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を

行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう援助を行う。 

３ 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の従業者等は、介護予防特定施設

サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練お

よび療養上の世話（以下「介護サービス」という）を行うことにより、要支援状態となった場

合でも、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、も

って要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

４ 事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 介護付有料老人ホームアミカの郷草加 

（２）所在地 埼玉県草加市清門 1-277-1 

 

（従業者の職種、員数および職務内容） 

第４条 従業者の職種、員数および職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者   １人(常勤兼務) 

管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行う。 

（２）生活相談員 １人以上(常勤換算方式により１以上) 

生活相談員は、利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言そ
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の他の援助を行う。 

（３）看護職員  ２人以上（常勤換算方式により２以上） 

介護職員  １９人以上（常勤換算方式により１９以上） 

看護職員および介護職員の合計数、常勤換算方式により２１以上 

看護職員は、利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を

とる。 

介護職員は、心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適

切な介護を行う。 

（４）機能訓練指導員 １人以上 

機能訓練指導員は、利用者の心身の状況等を踏まえて、必要に応じ日常生活を送る上で

必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。 

（５）計画作成担当者 介護支援専門員 １人以上 

計画作成担当者は、利用者の心身の状況等を踏まえて（介護予防）特定施設サービス計

画を作成する。 

 

（利用定員および居室数） 

第５条 事業所の利用定員および居室数は、次のとおりとする。 

（１）利用定員 ６３名 

（２）居 室 数 ６３室 

 

（利用者が介護居室を移る場合の条件および手続き） 

第６条 介護居室間の移動がある場合、次の条件、手続きで行うものとする。 

（１）利用者の意思を確認する。 

（２）身元引受人等の意見を聴く。 

２ 事業者は、前項の居室の変更により、利用者の権利や利用料金等「（介護予防）特定施設入居者

生活介護契約」（以下「特定契約」という）の内容に関して重大な変更が生じるときは、加えて

次の各号の手続きを行う。 

（１）変更先の居室、変更となる権利、利用料金等の負担等についての内容を利用者および身

元引受人に説明する。 

（２）変更内容に関して利用者の同意を得る。 

 

（介護サービスの内容） 

第７条 介護サービスは、次の各号の内容の「介護保険給付対象サービス」と「介護保険給付対象外サ

ービス」とに分けられる。 

（１）介護保険給付対象サービスとは、介護保険法令等による介護保険給付費の支給対象とな

っている介護サービスで、（介護予防）特定施設サービス計画に基づき、事業者が利用者

に対して提供する介護サービスをいう。 

（２）介護保険給付対象外サービスとは、前号において提供する介護サービス以外の介護サー



                       
                                         そ 09-28-250101 

3 

ビス等をいう。 

２ 介護保険給付対象サービスおよび介護保険給付対象外サービスの内容は、重要事項説明書別紙

１「介護サービス等の一覧表」のとおりとする。 

（利用料金等の額） 

第８条 介護保険給付対象サービスの利用料金等の金額は、介護報酬の告示上の額とし、利用者が事業

者に支払う額は、次の各号のとおりとする。 

（１）法定代理受領の場合 

利用者は、事業者が利用者に代わり市区町村から介護保険の保険給付を受けることに同

意した上で、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額

を事業者に支払う。 

（２）償還払いの場合 

利用者は、介護保険給付対象サービスの利用料金等の金額の全額を事業者に支払う。な

お利用者は、事業者に支払った後に市区町村に請求することにより介護保険の保険給付

を受けることができる。 

２ 介護保険給付対象外サービスの利用料金等の金額は、次のとおりとし、利用者は事業者にその

全額を支払う。 

（１）敷金      ３３７，２００円（非課税） 

（２）家賃相当額   ８４，３００円/月（非課税） 

（３）食費      朝食６３７円 昼食７８１円 夕食７８１円 （税込） 

（４）管理費     ７１，０００円/月（水道光熱費含む、非課税） 

（５）おむつ代          実費（非課税） 

パッド代          実費（非課税） 

おむつ・パッドの廃棄料   実費（非課税） 

※ ただし、持込分については課税とする。 

３ 前項以外の介護保険給付対象外サービスについては、利用者および身元引受人に対して事前に

説明した上で、支払いに同意する旨の書面に署名（記名捺印）を受けることとする。 

※生活保護受給者の費用については、当該生活保護受給者を所管する福祉事務所と協議のうえ、

基準額に合わせて決定いたします。 

４ 費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明した上で、支払いに

同意する旨の書面に署名（記名押印）を受けることとする。 

（１）入居者が１ヶ月以上居室を不在にする場合の、居室の保全、連絡方法、各種費用の支払

いとその負担方法 

（２）入居者が、第三者を付き添い・介助・看護等の目的で居室内に居住させる場合の、各種

費用の支払いとその負担方法 

（３）事業者が入居者との事前協議を必要と定めるその他の事項 

５ 介護保険法令等の改正にともなって、介護保険給付対象サービスの利用料金等（単価等）に変

更があった場合は、事業者は書面にて利用者および身元引受人に説明し同意を得ることとする。 

６ 事業者は、利用者の同意を得た上で、書面に記載された介護保険給付対象外サービスの利用料 
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金等を変更することができる。この場合、事業者は介護付有料老人ホーム入居契約に基づいて

設置される運営懇談会の意見を聴いた上で行うこととする。利用料金等が変更された場合、事

業者は、改めて利用者および身元引受人と書面を取り交わすこととする。 

７ 利用者は、税法に則り消費税等を負担するものとする。なお、消費税率の改定が行われた場合

は文書などにより周知する。 

（原状回復等） 

第９条 利用者の希望により居室の修理・造作および模様替えを行ったときは、その原状回復費用は利

用者の負担とする。 

２ 利用者の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など利用者の責めに帰すべき事由による破

損および汚損の原状回復費用は利用者の負担とする。 

 

（事業所の利用に当たっての留意事項） 

第１０条 利用者は、事業所を利用する権利および介護サービスを受ける権利の全部または一部を第三

者に譲渡または居室の全部もしくは一部を転貸すること、またはそれに類する処分および行

為をすることはできない。 

２ 利用者は、事業者に無断で、居室を他の利用者が利用する居室と交換すること、またはそれ

に類する処分および行為をすることはできない。 

３ 利用者、利用者家族又はその他利用者関係者は、事業所またはその敷地内において、次の各

号に掲げる事項を行うことはできない。 

（１）営利、布教、政治その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告等の活動を行うこと。 

（２）銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管をするこ

と。 

（３）大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、または備え付けること。 

（４）配水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流すこと。 

（５）テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で他の利用者および

近隣に著しい迷惑をあたえること。 

（６）犬・猫等の他の利用者および近隣に迷惑をかけるおそれのある動植物を飼育すること。 

（７）必要以上高額の金銭、および貴重品を持ち込むこと。 

４ 利用者、利用者家族又はその他利用者関係者は、事業者の承諾を得ることなく、次の各号に

掲げる事項を行うことはできない。また、事業者は、他の利用者からの苦情その他の場合に、

その承諾を取り消すことがある。 

（１）事業所内での喫煙、およびライター等火気類の持ち込みならびに火気の使用。ただし、

喫煙に関しては、事業者が喫煙場所を定めライター等を提供した上でする喫煙はその

限りではないものとする。 

（２）居室内への刃物・工具の持込み、冷蔵庫の据え付け、および保温ポット等やけどの原

因となる物品、備品を持込むこと。 

（３）観賞用の小鳥、魚等の近隣に迷惑を掛けるおそれの小さい動物や植物を飼育すること。 

（４）あらかじめ定められた場所以外に物品を置くこと。 
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（５）増築・改築・移転・改造・模様替え、工作物を設置すること。 

（６）利用者およびその同居人以外の者を居室内に居住、宿泊させること。 

（７）その他文書において事業者がその承諾を必要と定めること。 

 

 

５ 利用者は、次に掲げる事項については、あらかじめ事業者と協議を行うこととする。 

（１）利用者が１ヶ月以上居室を不在にする場合の居室の保全、連絡方法。 

（２）その他事業者が利用者との事前協議を必要とする事項。 

６ 利用者、利用者家族又はその他利用者関係者が、前５項の規定に違反し、もしくは従わず、

事業者または他の利用者等の第三者に損害を与えた場合は、利用者は、事業者または当該第

三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 

７ 事業者は、利用者、利用者家族又はその他利用者の関係者が第１項から第５項の規定に違反

し、もしくは従わないことにより、利用者、利用者家族又はその他利用者関係者に生じた損

害の一切について責任を負わない。 

 

（緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続き） 

第１１条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者または他の利用者の生命または身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下身

体的拘束と言います。）を行いません。ただし、利用者または他の利用者等の生命または身体

を保護するため緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、事業者と利用者および身元引受

人の合意のもと、以下の手続きにより行うこととします。 

（１）身体拘束廃止委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

（２）身体拘束廃止委員会において、身体拘束を行わない方法を十分に検討した上で、利用

者個々の心身の状況を勘案し、なお状態が切迫性、非代替性、一時性のすべてを満た

す場合でやむを得ないと判断した場合において、身体拘束の内容、目的、理由、時間、

期間等を議事録に残し、身体的拘束の手続きを行います。 

（３）緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、本人または身元引受人に身体拘束の内容、

目的、理由、拘束の時間帯、期間等の詳細を説明し、理解を得られるように努めると

ともに、「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書」（以下、説明書といいます。）

に記載します。また、利用者および身元引受人より説明書に署（記）名捺印を受けま

す。 

（４）緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、「身体拘束の解除に向けての経過観察記録」

にその態様および時間、その際の入居者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録

します。また、具体的な記録情報を基に、職員間、家族等関係者間で直近の情報を共

有し「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、１ヶ月に

１回以上は身体拘束の解除に向けて検討するとともに、要件を満たさない場合は、直

ちに解除します。 



                       
                                         そ 09-28-250101 

6 

（５）身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、かつ介護職員その他の従業者に対し、

身体的拘束等の適正化のための研修を年に２回以上実施します。 

 

（高齢者虐待防止の推進） 

第１２条 事業所は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止および早期発見のための取り組みとして、 

以下の措置を講じるものとします。 

     （１）高齢者虐待防止のための指針を整備し、これを従業者に周知します。 

     （２）高齢者虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。 

     （３）従業者に対し、高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

     （４）上記措置を適切に実施するための担当者を配置します。 

 

（感染症対策） 

第１３条 事業所は、利用者の使用する施設、設備について衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必

要な措置を講じるものとする。 

２ 感染症の発生を防止する措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるととも

に、常に密接な連携に努めるものとする。 

３ 事業所において感染症の発生又はまん延しないための取り組みとして、以下の措置を講じる

のとする。 

 一 感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備し、これを従業者に周知します。 

 二 感染症の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね６月に１回以上開催し、

その結果について従業者に周知します。 

 三 従業者に対し、感染症の予防およびまん延防止のための研修および訓練を定期的に実施しま

す。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１４条 事業者は、利用者の病状等が急変し、またはその他緊急事態が生じたときは、速やかに主治

医または協力機関に連絡する等の必要な措置を講じる。 

 

（非常災害対策） 

第１５条 事業者は、「消防計画」に従い、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出その他必要な訓

練を行う。また、非常時に備え、地域の協力機関と連携を図り、定期的に避難訓練を行う。 

２ スプリンクラー、自動火災報知機、非常階段、誘導灯などの防災設備は法令に準拠して設置

する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１６条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する（介護予防）特定施設入居

者生活介護の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置
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を講じるものとする。 

２ 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を

定期的に実施するものとする。 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。 

 

（苦情相談） 

第１７条 事業者は、利用者等からの苦情に関し、迅速かつ適切に対応するため、苦情相談窓口を設置

し、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じるものとする。 

２ 提供したサービス等に関し、保険者が行う調査等に協力するとともに、保険者から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すると

ともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行う。 

４ 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、保険者等が派遣する者が相談およ

び援助を行う事業その他の保険者が実施する事業に協力するよう努める。 

５ 事業所は、社会福祉法に規定する運営適正化委員会が規程により行う調査又は斡旋に協力す

るよう努める。 

 

（秘密および個人情報の取り扱い） 

第１８条 事業所は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」およ

び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者およびその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供

以外の目的では原則的に利用しないものとし、第三者への情報提供についてはあらかじめ利

用者およびその家族の同意を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させるため、従業

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容

に含むものとする。 

 

（事業者の責任および事故発生時の対応） 

第１９条 事業者は、（介護予防）特定施設入居者生活介護利用契約において事業者の損害賠償について

規定し、これらに従った対応を行う。また利用者に対するサービス等の提供により事故が発

生した場合は、保険者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２ 前項の事故の状況および事故に際して採った処置を記録する。 
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（その他運営に関する重要事項） 

第２０条 事業所は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く）に

対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講するために必要な措置を講じる。 

２ 事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業

務体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後１ヶ月以内 

（２）継 続 研 修 年１回以上 

 ３ 介護サービスの提供に関係する書類は、提供した具体的なサービスの内容等の記録を整備し、 

その完結の日から５年間保存する。 

４ 事業所は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

不適切な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従

業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるもの

とする。 

５ この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、ＡＬＳＯＫ介護株式会社代表取締役と事業所

の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 

附則 

この規程は、2021 年 3 月 1日から施行する。 

この規程は、2021 年 4 月 1日から施行する。 

この規程は、2021 年 10 月 1 日から施行する。 

この規程は、2022 年 10 月 1 日から施行する。 

この規程は、2024 年 6 月 1日から施行する。 

この規程は、2024 年 10 月 1 日から施行する。 

この規程は、2025 年 1 月 1日から施行する。 
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㔜 要  項 説 明 書 

 

㸯．事業主体概要   

種類 
個人㸭法人 

ྡ称 営利法人 

ྡ称 

㸦࡞ࡀࡾࡩ㸧あࡗࡑࡿくいࡁࡋࡪࡈいࡷࡋ 

      Ａ㹊ＳＯ㹉介護株式会社 

主ࡿࡓົᡤࡢᡤᅾ地 
ࠛ 330-0856 埼玉┴ࡉいࡲࡓ市大宮༊୕橋目795番地 

  

連絡ඛ 

電ヰ番号  㸮㸲㸶㸫㸴㸱㸯㸫㸱㸴㸷㸮 

ＦＡＸ番号  㸮㸲㸶㸫㸴㸱㸯㸫㸰㸯㸯㸮 

 ࢫࣞࢻアࢪ࣮࣒࣮࣌࣍
 ࡋ࡞

あࡾ㸸https://kaigo.alsok.co.jp 

代表者 
職ྡ 代表ྲྀ締役  

氏ྡ 熊谷 敬  

設立ᖺ᭶日 1998ᖺ 1᭶ 14日 

主࡞実施業 ※ู添 1㸦ู実施ࡿࡍ介護サ࣮ビ୍ࢫ覧表㸧 

 

㸰．᭷料老人ホ࣮ム事業ࡢ概要 

㸦住まいࡢ概要㸧 

ྡ称 
㸦࡞ࡀࡾࡩ㸧あࡑࡉࡢࡳう 

      ア࣑カࡢ郷草加 

ᡤᅾ地 
ࠛ340-0055 

埼玉県草加市清門୍目 277番地１ 
 

主࡞利用交通手段 

最寄駅 東武ࢫカイ࣮ࣛࣜࢶイン線ࠕ新⏣ࠖ駅 

交通手段ᡤ要時間 

ᚐ歩ࡾࡼ新⏣ࠖ駅ࠕ 13ศ 

獨協大学前駅西口ࠖ乗車ࠕࢫࣂ朝日ࡾࡼ新⏣ࠖ駅ࠕ 2ศ

角ᒇ橋ࠖୗ車ᚐ歩ࠕ 3ศ㸦約 280m㸧 

東京እ環自動車道ࠕ草加ࠖICࡾࡼ 400ｍ 

連絡ඛ 

電ヰ番号 048-946-5900 

ＦＡＸ番号 048-946-5901 

 https:// kaigo.alsok.co.jp ࢫࣞࢻアࢪ࣮࣒࣮࣌࣍

管理者 
職ྡ ࣒࣮࣍長 

氏ྡ 菅 乃㔛子 

建物ࡢ竣工日 2020ᖺ 7᭶ 22日 

᭷料老人࣒࣮࣍業ࡢ開始日 2021ᖺ 3᭶ 1日 
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㸦類型㸧࠙ 表示事項ࠚ 

㸯 介護付㸦୍般型特定施設入居者生活介護ࢆ提供ࡿࡍ場ྜ㸧  

㸰 介護付㸦እ部サ࣮ビࢫ利用型特定施設入居者生活介護ࢆ提供ࡿࡍ場ྜ㸧  

㸱 住宅型 

㸲 健康型 

㸯又ࡣ㸰

ヱ当ࡿࡍ場

ྜ 

介護保険業者番号 1171803008 

指定ࡓࡋ自体ྡ 埼玉┴ 

業ᡤࡢ指定日 2021ᖺ 3᭶ 1日 

指定ࡢ更新日㸦直近㸧  ᖺ   ᭶    日 

 

㸱．建物概要 

土地 敷地面積 1437.16㎡ 

ᡤ᭷関係 

㸯 業者ࡀ自ࡽᡤ᭷ࡿࡍ土地 

㸰 業者ࡀ賃借ࡿࡍ土地 

 

抵当権ࡢ᭷無 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

契約期間 

㸯 あࡾ  

㸦 2021ᖺ 3᭶ 1日～ 2046ᖺ 2᭶ 28日㸧  

㸰 ࡋ࡞ 

契約ࡢ自動更新 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

建物 延床面積 
全体 2152.83㎡ 

うࠊࡕ老人࣒࣮࣍部ศ 2152.83㎡ 

  

耐火構造 

㸯 耐火建築物 

㸰 準耐火建築物 

㸱 ࡢࡑ他㸦             㸧 

構造 

㸯 鉄筋コンࢺ࣮ࣜࢡ造  

㸰 鉄骨造  

㸱 木造  

㸲 ࡢࡑ他㸦          㸧 

ᡤ᭷関係 

㸯 業者ࡀ自ࡽᡤ᭷ࡿࡍ建物 

㸰 業者ࡀ賃借ࡿࡍ建物 

 

抵当権ࡢ設定 
㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

契約期間 㸯 あࡾ  

㸦 2021ᖺ 3᭶ 1日～ 2046ᖺ 2᭶ 28日㸧 

㸰 ࡋ࡞ 

契約ࡢ自動更新 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

居室ࡢ状況 

居室༊ศ 

࠙表示項ࠚ 

㸯 全室個室 

㸰 相部ᒇあࡾ 

 
最少 人部ᒇ 

最大 人部ᒇ 
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 ※イࣞ 浴室 面積 戸数࣭室数 ༊ศࢺ 

タイプ㸯 ᭷㸭無 ᭷㸭無 18.04㎡ 63 介護居室個室 

タイプ㸰 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸱 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸲 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸳 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸴 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸵 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸶 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸷 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

タイプ㸯㸮 ᭷㸭無 ᭷㸭無 ㎡   

時介護୍ࠕ介護居室相部ᒇࠖࠕ介護居室個室ࠖࠕ介護居室個室ࠖࠕ般居室相部ᒇ୍ࠖࠕ般居室個室୍ࠖࠕ※

室ࠖࢆูࡢグ入ࠋ  

共用施設 
共用便ᡤ࠾けࡿ便

ᡣ 
 3ヶᡤ 

うࡕ男女ูࡢ対応ྍࡀ能࡞便ᡣ 0ヶᡤ 

うࡕ車いࡍ等ࡢ対応ྍࡀ能便ᡣ 3ヶᡤ 

共用浴室 

 5ヶᡤ 個室 4ヶᡤ 

大浴場 0ヶᡤ 

共用浴室࠾けࡿ介

護浴槽 

 1ヶᡤ チ࢙ア࣮浴 0ヶᡤ 

ࣜフࢺ浴 0ヶᡤ 

 チャ࣮浴 1ヶᡤࢵࣞࢺࢫ

 他㸦        㸧 0ヶᡤࡢࡑ

食堂 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

入居者ࡸ家族ࡀ利用

 調理設備ࡿࡁ࡛
㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

 タ࣮࣮࢚࣋ࣞ 

㸯 あࡾ㸦車椅子対応㸧  

㸰 あࡾ㸦ࢵࣞࢺࢫチャ࣮対応㸧  

㸱 あࡾ㸦ୖグ㸯࣭㸰ヱ当࡞ࡋい㸧  

㸲 ࡋ࡞ 

消防用設備

等 

消火器 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

自動火災報知機 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

火災通報設備 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

 ࡋ࡞ 㸰 ࡾ㸯 あ ࣮ࣛࢡプࣜンࢫ

防火管理者 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

防災計⏬ 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

  他ࡢࡑ
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㸲．サ࣮ビスࡢ内容 

㸦全体ࡢ方針㸧 

㐠営関ࡿࡍ方針 

自立又ࡣ要支援ࠊ要介護ࡢ入居者対ࡢࡑࠊ࡚ࡋ心身ࡢ特

性ࢆ踏ࡲえࠊ入居者ࡢ生活援ຓࠊ自立支援ࠊ介護ࡢ࡞介

ຓ状態ࡢ軽減又ࡣ悪ࡢ防Ṇ資ࡼࡿࡍうࡢࡑࠊ目標ࢆ設

定ࠊࡋ計⏬的࡞ࡇ࠾うࠊࡓࡲࠋࡿࡍࡇ入居者ࡀ尊厳

あࡿ自立ࡓࡋ日常生活ࢆ営ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡴうࠊ食ࠊ

入浴ࠊ排泄等ࡢ日常生活場面࡛ࡢ世ヰࡸ機能訓練等ࡢ介護ࠊ

意ࡢ入居者ࠊࡋࡢࡶう࡞ࡇ࠾適ษࢆ援ຓ࡞他必要ࡢࡑ

思ࡼ࠾び人格ࢆ尊㔜ࠊࡋ常入居者ࡢ立場立ࡓࡗサ࣮ビ

業ᡤᡤࠊࡣ࡚ࡗあ業ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵດ提供ࡢࢫ

ᅾ地ࡢ市⏫村ࠊ介護施設ࠊ協力་療機関加えࠊ他ࡢ業

者ࠊ保健་療࣭福祉サ࣮ビࢆࢫ提供ࡿࡍ者ࡢ連携ດࡵ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

サ࣮ビࡢࢫ提供ෆ容関ࡿࡍ特色 

ア࣑カࡀ誇ࡿカࣝチャ࣮ࠕࡣࢀࡑࠊあࡿく࣭元気࡛ࠖあ

い࡚ࡗࡲ多く集ࡀ強い人間ࡀ想いࡢ介護࡚ࡋࡑࠋࡇࡿ

希ࡈࡢࢀࡒࢀࡑ客様࠾ࠊいう居住空間࡛郷ࡢカ࣑アࠋࡿ

望沿うࠕ介護ࡢあࡿ普通ࡢ生活 ࠋࡿ出来ࡀࡇࡿ創ࠖࢆ

ࡁ行動࡛臨機応変ࠊࡁ場ุ࡛断࡛ࡢࡑࡀフ個々人ࢵタࢫ

ࡋ行動Ⅽࡢ客様࠾ࠊࡾ࠾考え࡚ࡔ㔜要ࡶ࡚ࡀࡇࡿ

続けࠕࠊ最初ࡽ最ᚋ࡛ࡲ寄ࡾ添う介護ࠖࢆ目指ࠊࡋ日々介

護サ࣮ビࢆࢫ提供࡚ࡋいࠋࡿ 

入浴ࠊ排ࡘࡏ又ࡣ食ࡢ介護 㸯 自ࡽ実施   㸰 委ク  㸱 ࡋ࡞ 

食ࡢ提供 㸯 自ࡽ実施  㸰 委ク  㸱 ࡋ࡞ 

洗濯ࠊ掃除等ࡢ家ࡢ供 㸯 自ࡽ実施  㸰 委ク  㸱 ࡋ࡞ 

健康管理ࡢ供 㸯 自ࡽ実施  㸰 委ク  㸱 ࡋ࡞ 

Ᏻ否確認又ࡣ状況把握サ࣮ビࢫ 㸯 自ࡽ実施  㸰 委ク  㸱 ࡋ࡞ 

生活相談サ࣮ビࢫ 㸯 自ࡽ実施  㸰 委ク  㸱 ࡋ࡞ 

人員配置ࡀ手厚い介護サ࣮

ビࡢࢫ実施ࡢ᭷無 

㸯 あࡾ 㸦介護࣭┳護職員ࡢ配置率㸧 

        㸸㸯 

㸰 ࡋ࡞ 

 

㸦医療連携ࡢ内容㸧 

་療支援 

※ 複数選択ྍ 

㸯 救急車ࡢ手配  

㸰 入退院ࡢ付ࡁ添い  

㸱 通院介ຓ  

㸲 ࡢࡑ他㸦          㸧 

協力་療機関 㸯 ྡ称 ་療法人社団優青会 あࣜࢡࡽࡒ࠾ニࢡࢵ埼玉 

住ᡤ 埼玉┴ࡉいࡲࡓ市緑༊東浦和 4-26-17 サニ࣮ࣁイ࣒ 201号 

診療科目 ෆ科 
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協力ෆ容 

࣭定期健診ࠊ予防注射ࠊ生活指ᑟࠊ健康相談等ࡢ健康管理 

サ࣮ビࠋࢫ 

࣭入居者対ࡿࡍ救急་療ࠊ入院支援ࠋ 

࣭必要応ࡢ࡚ࡌ往診ࠋ但ࠊࡋ訪問日時ࡘい࡚ࡣ入居者 

 ࠋࡿࡍ決定ୖࡢ協議ࠊ࡚ࡌ応必要ࡢ

࣭入居ุ定ࠊ利用ุ定関わࡿ協力 

࣭入居者ࡢ健康管理関ࡿࡍ定期的࡞情報共᭷ 

㸰 ྡ称  

住ᡤ  

診療科目  

協力ෆ容  

協力歯科་療機関 ྡ称 ་療法人社団新聖会ࢹࢀࡳࡍンタࣝࣜࢡニࢡࢵ 

住ᡤ 東京都足立༊花⏿ 1-3-13 

協力ෆ容 
入居者対ࠊࡋ必要࣭希望応ࠊ࡚ࡌ建物ෆ㸦居室ࠊ健康

管理室等㸧࡛ࡢ歯科診療及び職員ࡢ口腔技術ࠋ 

 

㸦入居関すࡿ要件㸧 

入居対象ࡿ࡞者  

࠙表示項ࠚ 

自立࡚ࡋいࡢࡶࡿ 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

要支援ࡢࡶࡢ 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

要介護ࡢࡶࡢ 㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

留意項 常時་療的処置ࢆ要ࡿࡍ方ࠊ暴力行Ⅽ等࡛他ࡢ入居者༴害ࢆ及ぼࡍ恐

 ࠋࡍࡲࡾあࡀࡇࡿࡍࡾ断࠾ࢆ入居ࠊࡣ方ࡿあࡢࢀ

身元引ཷ人ࡢ義ົ等 1.入居者ࠊࡣ入居時身元引ཷ人ࢆ立࡚ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ 

2.ᮏ契約ࡽ生ࡿࡎ入居者ࡢ業者対ࡿࡍ債ົࡁࡘ極ᗘ額ࡢ範ᅖ࡛

連帯保証ࠋ 

3.入居契約終了時ࡢ入居者ࡢᡤ᭷物ࡼ࠾び身柄ࡢ引ࠋࡾྲྀࡁ 

4.入居者ࡢ療ࠊ入院関ࡿࡍ手配ࡢ協力ࠋ 

5.入居契約終了時入居者ࡀ生存࡚ࡋい࡞い場ྜࠊࡢ返還金ཷࢆけྲྀࡿ

 ࠋ指定ࡢ銀行口ᗙࡢࡵࡓ

6.身元引ཷ人ࠊࡣ入居者ࡢ利用料等ࡢ支払い状況ࡸ滞納金額࣭損害賠

償ࡢ額等ࠊ入居者ࡢ全࡚ࡢ債ົࡢ額関ࡿࡍ情報ࢆ業者請求࡛ࡿࡁ

権利ࡀあࠊࡵࡓࡿ業者ࡣ請求ࡀあࡓࡗ場ྜࡣ当ヱ情報ࢆ遅滞࡞く提供

                               ࠋࡿࡍ

※身元引ཷ人ୖࡀグ義ົࡢ履行ࡀ困難ࡓࡗ࡞場ྜࠊࡣ入居者ࡣ新ࡓ

 ࠋࡿࡍ通知業ᡤࠊࡋ選定ࢆ身元引ཷ人࡞

※ヲࡋいෆ容ࡘい࡚ࠕࠊࡣ入居契約書ࠖヱ当条項ࢆ参照ࠋ 

※連帯保証極ᗘ額 340万 

契約ࡢ解除ࡢෆ容 ୗグ入居契約書ࡢ各条文基࡙ࠋࡍࡲࡁ 

(契約䛾終了) 

第 27条 次䛾各号䛾い䛪䜜䛛䛻該当䛩䜛場合䛻䚸本契約䛿終了䛩䜛䜒䛾䛸䛧

ま䛩䚹 

୍ 入居者䛜死亡䛧䛯䛸䛝 

 業者䛜第 28条䛻基䛵䛝解約を通告䛧䚸予告期間䛜満了䛧䛯䛸䛝 
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୕ 入居者䛜第 29条䛻基䛵䛝解約を行䛳䛯䛸䛝 

四 天変地異そ䛾他業者䛾責䛻䜘䜙䛺い不可抗力䛻䜘䜚目的施設䛾全

部又䛿୍部䛜滅失あ䜛い䛿毀損䛧䛶目的施設䛾使用䛜不可能䛻䛺䛳䛯䛸䛝 

五 関係諸法௧䛾規定䚸官බ庁䛻䜘䜛行政ୖ䛾指ᑟ命௧等䛻䜘䛳䛶目的

施設䛾使用䛜不可能䛻䛺䛳䛯䛸䛝 

භ や䜐を得䛺い情䛻䜘䜚䚸業者䛜目的施設を閉鎖又䛿縮ᑠ䛫䛦䜛

を得䛺い䛸䛝 

 

(入居者䛛䜙䛾解約) 

第 29条 入居者䛿䚸業者䛻対䛧䛶䚸少䛺く䛸䜒 30日前䛻解約䛾申䛧入䜜を

行う䛣䛸䛻䜘䜚䚸本契約を解約䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝ま䛩䚹解約䛾申䛧入䜜䛿業者䛾

定䜑䜛解約届を業者䛻届䛡出䜛䜒䛾䛸䛧ま䛩䚹尚䚸30日ศ䛾管理費及び家

賃相当額を前払い䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸解約日前䛾退去を認䜑䜛䜒䛾䛸䛧ま䛩䚹 

2 入居者䛜前項䛾解約届を提出䛧䛺い䛷居室を退去䛧䛯場合䛻䛿䚸業者

䛜入居者䛾退去䛾実を知䛳䛯日䛾翌日䛛䜙起算䛧䛶 30日目を䜒䛳䛶本契約

䛿解約䛥䜜䛯䜒䛾䛸推定䛧ま䛩䚹 

 

 

行う場ྜࢆ身体拘束ࡎ得ࢆࡴࡸ

 手続ࡢ

業ᡤࠊࡣサ࣮ビࢫ提供あࠊࡣ࡚ࡗࡓ利用者ࡣࡓࡲ他ࡢ利用者ࡢ生命

ࡢࡑ身体拘束ࠊࡁ除ࢆい場ྜ࡞得ࢆࡴࡸ緊急ࡵࡓࡿࡍ保護ࢆ身体ࡣࡓࡲ

他利用者ࡢ行動ࢆ制限ࡿࡍ行Ⅽ㸦以ୗ身体的拘束言いࠋࡍࡲ㸧ࢆ行いࡲ

ࡿࡍ保護ࢆ身体ࡣࡓࡲ生命ࡢ利用者等ࡢ他ࡣࡓࡲ利用者ࠊࡋࡔࡓࠋࢇࡏ

びࡼ࠾利用者業者ࠊࡣ行う場ྜࢆ身体的拘束ࡎ得ࢆࡴࡸ緊急ࡵࡓ

身元引ཷ人ྜࡢ意ࠊࡶࡢ以ୗࡢ手続ࡾࡼࡁ行うࠋࡍࡲࡋࡇ 

㸦1㸧身体拘束廃Ṇ委員会ࢆ 3᭶ 1回以ୖ開催ࡢࡑࠊࡶࡿࡍ結果

 ࠋࡍࡲࡾᅗࢆ周知徹底ᚑ業者ࡢ他ࡢࡑ介護職員ࠊい࡚ࡘ

㸦2㸧身体拘束廃Ṇ委員会࠾い࡚ࠊ身体拘束ࢆ行わ࡞い方法ࢆ十ศ検

討ࠊ࡛ୖࡓࡋ利用者個々ࡢ心身ࡢ状況຺ࢆ案࠾࡞ࠊࡋ状態ࡀษ迫性ࠊ非

代替性୍ࠊ時性ࢆ࡚ࡍࡢ満ࡍࡓ場ྜ࡛ࢆࡴࡸ得࡞いุ断ࡓࡋ場ྜ

ࠊࡋ残議録ࢆ期間等ࠊ時間ࠊ⏤理ࠊ目的ࠊෆ容ࡢ身体拘束ࠊい࡚࠾

身体的拘束ࡢ手続ࢆࡁ行いࠋࡍࡲ 

㸦3㸧緊急ࢆࡴࡸ得ࡎ身体的拘束ࢆ行う場ྜࠊࡣᮏ人ࡣࡓࡲ身元引ཷ人

身体拘束ࡢෆ容ࠊ目的ࠊ理⏤ࠊ拘束ࡢ時間帯ࠊ期間等ࡢヲ細ࢆ説明ࠊࡋ

理解ࢆ得ࡼࡿࢀࡽうດࠕࠊࡶࡿࡵ緊急ࢆࡴࡸ得࡞い身体的拘束

関ࡿࡍ説明書 㸦ࠖ以ୗࠊ説明書いいࠋࡍࡲ㸧グ載ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡋ利用

者ࡼ࠾び身元引ཷ人ࡾࡼ説明書署ྡࡣࡓࡲグྡ押༳ࢆいࠋࡍࡲࡁࡔࡓ 

㸦4㸧緊急ࢆࡴࡸ得ࡎ身体拘束ࢆ行う場ྜࠕࠊࡣ身体拘束ࡢ解除向け

状ࡢ心身ࡢ入居者ࡢ際ࡢࡑࠊび時間ࡼ࠾態様ࡢࡑ経過観察グ録ࠖࡢ࡚

況ࠊ緊急ࢆࡴࡸ得࡞い理⏤ࢆグ録ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡋ具体的࡞グ録情報ࢆ基

い࡞得ࢆࡴࡸ緊急ࠕࡋ共᭷ࢆ情報ࡢ家族等関係者間࡛直近ࠊ職員間ࠊ

場ྜࠖヱ当ࡿࡍうࢆ常観察ࠊ再検討1ࠊࡋヶ᭶ 1回以ୖࡣ身

体拘束ࡢ解除向け࡚検討ࠊࡶࡿࡍ要件ࢆ満࡞ࡉࡓい場ྜࠊࡣ直

 ࠋࡍࡲࡋ解除ࡕ

㸦5㸧身体的拘束等ࡢ適ṇࡢࡵࡓࡢ指針ࢆ整備ࡘࠊࡋ介護職員ࡢࡑ他

ᖺࢆ研修ࡢࡵࡓࡢ適ṇࡢ身体的拘束等ࠊࡋ対ᚑ業者ࡢ 2 回以ୖ実

施ࠋࡍࡲࡋ 
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高齢者虐待防Ṇࡢ推㐍 業ᡤࠊࡣ利用者ࡢ人権ࡢ擁護ࠊ高齢者虐待ࡢ防Ṇࡼ࠾び᪩期Ⓨ見ࡢ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡌ講ࢆ措置ࡢ以ୗࠊ࡚ࡋࡳ組ࡾྲྀ

㸦1㸧高齢者虐待防Ṇࡢࡵࡓࡢ指針ࢆ整備ࢆࢀࡇࠊࡋᚑ業者周知ࡋ

 ࠋࡍࡲ

㸦2㸧高齢者虐待防Ṇ委員会ࢆ定期的開催ࡢࡑࠊࡋ結果ࡘい࡚ᚑ

業者周知ࠋࡍࡲࡋ 

㸦3㸧ᚑ業者対ࠊࡋ高齢者虐待防Ṇࡢࡵࡓࡢ研修ࢆ定期的実施ࡋ

 ࠋࡍࡲ

㸦4㸧ୖグ措置ࢆ適ษ実施ࡢࡵࡓࡿࡍ担当者ࢆ配置ࠋࡍࡲࡋ 

業主体ࡽ解約ࢆ求ࡿࡵ場ྜ 解約条項 (業者䛛䜙䛾解約) 

第 28条 業者䛿䚸入居者䛜次䛾各号䛾い䛪䜜

䛛䛻該当䛧䚸䛛䛴䚸そ䛾䛣䛸䛜本契約を䛣䜜௨ୖ将

来䛻わ䛯䛳䛶維持䛩䜛䛣䛸䛜社会通念ୖ著䛧く困

難䛸認䜑䜙䜜䜛場合䛻䛿䚸本条第 2項及び第 3項

䛻規定䛧䛯条件䛾ୗ䛻䚸本契約を解約䛩䜛䛣䛸䛜

あ䜚ま䛩䚹 

୍ 入居申込書䛻虚偽䛾項を記載䛩䜛等䛾

不ṇ手段䛻䜘䜚入居䛧䛯䛸䛝 

 ᭶払い䛾利用料そ䛾他䛾支払いをṇ当䛺

理由䛺く䚸䛧ば䛧ば遅滞䛩䜛䛸䛝 

୕ 第 21条䛾規定䛻違反䛧䛯䛸䛝 

四 入居者䛾行動䛜䚸他䛾入居者又䛿従業員

䛾生命䛻危害を及䜌䛧䚸又䛿䚸そ䛾危害䛾ษ迫䛧

䛯恐䜜䛜あ䜚䚸あ䜛い䛿恒常的䛺暴言䚸暴行䛜あ

䜚䚸䛛䛴᭷料老人ホ䞊ム䛻䛚䛡䜛通常䛾介護方法

及び接遇方法䛷䛿䛣䜜を防Ṇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺い

䛸䛝 

五 第 37条䛾定䜑䛻䜘䜛業者䛛䜙入居者䛻 

対䛩䜛䚸新䛯䛺身元引受人を定䜑䜛請求䛻䛴い

䛶䚸入居者䛜䚸そ䜜䛻応䛨䜙䜜䛺い䛸䛝 

භ 入居者䛾䛛䛛䜚䛴䛡䛾医師䛜୍定䛾観察

期間を設䛡䛯䛾䛱䚸入居者䛜伝染性疾患等䛻䜘

䜚䚸他䛾入居者等䛾生活又䛿健康䛻重大䛺影響を

及䜌䛩恐䜜䛜あ䜚䚸䛛䛴入院加療䛾必要性䛜あ䜛

䛸ุ断䛧䛯䛸䛝䠄䛯䛰䛧䚸完治後䜒⥅⥆入居を希望

䛩䜛場合䛻䛿䚸管理費及び家賃相当額を支払う䛣

䛸䛻䜘䜚䚸居室を確保䛩䜛䛣䛸䛿可能䛸䛩䜛䠅 

七 入居者又䛿そ䛾御家族等䛜䚸業者又䛿そ

䛾従業員䛻対䛧䛶䚸本契約を⥅⥆䛧䛜䛯い䜋䛹䛾

行為を行䛳䛯䛸䛝 

2 前項䛾規定䛻基䛵く解約䛾場合䛿䚸業者䛿

書面䛻䛶次䛾各号䛻掲䛢䜛手⥆䛝を行いま䛩䚹 

୍ 契約解約䛾通告䛻䛴い䛶 90日䛾予告期間

を䛚く 

 前号䛾通告䛻先立䛱䚸入居者及び身元引

受人等䛻弁明䛾機会を設䛡䜛 

୕ 解約通告䛻伴う予告期間中䛻䚸入居 

者䛾移転先䛾᭷無䛻䛴い䛶確認䛧䚸移転先䛜䛺

い場合䛻䛿入居者や身元引受人等䚸そ䛾他関係

者䞉関係機関䛸協議䛧䚸移転先䛾確保䛻䛴い䛶協

力䛩䜛 

3 本条第１項第四号䛻䜘䛳䛶契約を解約䛩䜛場

合䛻䛿䚸業者䛿書面䛻䛶前項䛻加え䛶次䛾各
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号䛻掲䛢䜛手⥆䛝を行いま䛩䚹 

୍ 医師䛾意見を聴く 

 ୍定䛾観察期間を䛚く 

4 本条第 1項第භ号䛻䜘䛳䛶契約を解約䛩䜛場

合䛻䛿䚸ୖ記第 2項及び 3項䛾条件䛿適用䛥䜜

䛪䚸直䛱䛻契約を解約䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛧ま䛩䚹 

解約予告期間 90日 

入居者ࡢࡽ解約予告期間 30日 

体験入居ࡢෆ容 㸯 あࡾ ෆ容㸸空ࡁ部ᒇࡀあࡿ場ྜ限6ࠊࡾ泊ࠋࡿࡍ࡛ࡲ 

1泊 9,900㸦税込㸧ࡢ実費ࡀ必要ࠋࡿ࡞ 

㸰 ࡋ࡞ 

入居定員 㸴㸱ྡ 

  他ࡢࡑ

㸳．職員体制                               2024年年 9᭶ 1日現在 

  

職員数㸦実人数㸧 

常勤換算人数 
ྜ計 

 常勤 非常勤 

管理者 1  1 0.5 

生活相談員 1 1  1.0 

直接処遇職員    24.1 

 
介護職員 20 7 13 13.5 

┳護職員 4 3 1 3.8 

機能訓練指ᑟ員 1 1  0.1 

計⏬作成担当者 1 1  0.5 

栄養士    委ク 

調理員    委ク 

ົ員     

 他職員   3 1.2ࡢࡑ

㸯㐌間ࡢうࠊࡕ常勤ࡢᚑ業者ࡀ勤ົࡁࡍ時間数※㸰 40時間 

※㸯 常勤換算人数ࠊࡣ当ヱ業ᡤࡢᚑ業者ࡢ勤ົ延時間数ࢆ当ヱ業ᡤ࠾い࡚常勤ࡢᚑ業者ࡀ勤ົࡍ

  ࠋいうࢆ人数ࡓࡋ換算人数ࡢᚑ業者ࡢ常勤ࢆ人数ࡢᚑ業者ࡢ当ヱ業ᡤࠊࡾࡼࡇࡿࡍ時間数࡛除ࡁ

※㸰 特定施設入居者生活介護等ࢆ提供࡞ࡋい場ྜࠊࡣグ入要ࠋ 

㸦資格を᭷し࡚いࡿ介護職員ࡢ人数㸧 

 
ྜ計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士    

介護福祉士 14 4 10 

実ົ者研修 1 1  

介護職員初任者研修 2 2  

介護職員基礎研修    

訪問介護員㸯級    

訪問介護員㸰級    

介護支援専門員 1 1  
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㸦資格を᭷し࡚いࡿ機能訓練指導員ࡢ人数㸧 

 
ྜ計 

 常勤 非常勤 

┳護師及び准┳護師 1 1  

理学療法士    

作業療法士    

言語聴覚士    

柔道整復士    

あࢇ摩ﾏ㺍㺙㺎㺚ﾞ指ᅽ師    

 

㸦夜勤を行う┳護࣭介護職員ࡢ人数㸧 

夜勤帯ࡢ設定時間㸦  㸯㸴時㸱㸮ศ ～ 㸷時㸱㸮ศ㸧 

 ᖹ均人数 最少時人数㸦休憩者等ࢆ除く㸧  

┳護職員   

介護職員 㸰以ୖ 㸯以ୖ 

㸦特定施設入居者生活介護等ࡢ提供体制㸧 

特定施設入居者生活介護ࡢ利用

者対ࡿࡍ┳護࣭ 介護職員ࡢ割ྜ  

㸦୍般型特定施設以እࡢ場ྜࠊᮏ

欄ࡣ省略ྍ能㸧 

契約ୖࡢ職員配置比率 

※  

࠙表示項ࠚ 

㹟 1.5:1以ୖ  

㹠 2:1以ୖ  

㹡 2.5:1以ୖ  

㹢 3:1以ୖ 

実際ࡢ配置比率  

㸦グ入日時Ⅼ࡛ࡢ利用者数㸸常勤換算職員数㸧 

2.6:1 

※広告ࣃࠊンフࣞࢺࢵ等࠾けࡿグ載ෆ容ྜ致ࢆࡢࡶࡿࡍ選択 

እ部サ࣮ビࢫ利用型特定施設࡛あࡿ᭷料

老人ࡢ࣒࣮࣍介護サ࣮ビࢫ提供体制㸦እ部

サ࣮ビࢫ利用型特定施設以እࡢ場ྜࠊᮏ欄

 省略ྍ能㸧ࡣ

 職員数 人ࡢ࣒࣮࣍

訪問介護業ᡤྡࡢ称  

訪問┳護業ᡤྡࡢ称  

通ᡤ介護業ᡤྡࡢ称  
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㸦職員ࡢ状況㸧 

 

㸴．利用料金 

㸦利用料金ࡢ支払い方法㸧 

居住ࡢ権利形態  

࠙表示項ࠚ 

㸯 利用権方式  

㸰 建物賃貸借方式  

㸱 終身建物賃貸借方式 

利用料金ࡢ支払い方式  

࠙表示項ࠚ 

㸯 全額前払い方式 

㸰 ୍部前払い୍࣭部᭶払い方式 

㸱 ᭶払い方式 

㸲 選択方式 

※ヱ当ࡿࡍ方式ࢆ全࡚選択 

㸯 全額前払い方式  

㸰 ୍部前払い୍࣭部᭶払い方式  

㸱 ᭶払い方式  

ᖺ齢応ࡓࡌ金額設定 㸯 あࡾ  㸰 ࡋ࡞ 

要介護状態応ࡓࡌ金額設定 㸯 あࡾ  㸰 ࡋ࡞ 

入院等ࡿࡼᅾ時࠾けࡿ 

利用料金㸦᭶払い㸧ྲྀࡢ扱い 

㸯 減額ࡋ࡞  

㸰 日割ࡾ計算࡛減額  

㸱 ᅾ期間ࡀ  日以ୖࡢ場ྜ限ࠊࡾ日割ࡾ計算࡛減額 

利用料金 

 改定ࡢ

条件 消費者物価指数ࡸ人件費等຺ࢆ案ࡋ改定ࠋ 

手続ࡁ 㐠営懇談会ࢆ開催࡚ࡋ࡞ࡿࡍ説明ࢆ行うࠊࡶ前書面࡚通知

 ࠋࡿࡍ

管理者 他ࡢ職ົࡢ兼ົ 㸯 あࡾ  㸰 ࡋ࡞ 

業ົ係ࡿ資格等 㸯 あࡾ 

 資格等ྡࡢ称 介護福祉士 

㸰 ࡋ࡞ 

 ┳護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指ᑟ員 計⏬作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前ᖺᗘ㸯ᖺ間ࡢ 

採用者数 

          

前ᖺᗘ㸯ᖺ間ࡢ 

退職者数 

          

業
ົ

ᚑ

ࡋ
ࡓ
経
験
ᖺ
数

応
ࡌ

ࡓ
職
員
ࡢ
人
数 

1ᖺᮍ満   3 12  1     

1ᖺ以ୖ 

3ᖺᮍ満 

2 1 2  2     1 

3ᖺ以ୖ 

5ᖺᮍ満 

 1 2 3    1   

5ᖺ以ୖ 

10ᖺᮍ満 

          

10ᖺ以ୖ           

ᚑ業者ࡢ健康診断ࡢ実施状況 㸯 あࡾ  㸰 ࡋ࡞ 
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㸦利用料金ࡢプラン࠙代表的࡞プランを 2例  㸧ࠚ

 プࣛン 1 プࣛン 2 

入居者ࡢ状況 要介護ᗘ 要介護ᗘ㸯 要介護ᗘ㸳 

ᖺ齢 83歳 87歳 

居室ࡢ状況 床面積 18.04㎡ 18.04㎡ 

便ᡤ 㸯 ᭷  㸰 無 㸯 ᭷  㸰 無 

浴室 㸯 ᭷  㸰 無 㸯 ᭷  㸰 無 

ྎᡤ 㸯 ᭷  㸰 無 㸯 ᭷  㸰 無 

入居時Ⅼ࡛必要࡞

費用 

前払金 0 0 

敷金㸦非課税㸧 337,200 337,200 

᭶額費用ྜࡢ計㸦税込㸧 240,483 249,905 

 家賃㸦非課税㸧 84,300 84,300 

サ
ー
ビ
ࢫ
費
用 

特定施設入居者生活介護※1ࡢ費用 19,213 28,635 

介
護
保
険
እ

※
㸰 

食費㸦税込㸧 65,970 65,970 

管理費㸦ග熱水費含ࠊࡴ非課税㸧 71,000 71,000 

 利用料 0 0ࢫサ࣮ビࡢ他ࡢࡑ

※㸯 介護予防࣭地域密着型ࡢ場ྜࢆ含ࠋࡴ  

※㸰 ᭷料老人࣒࣮࣍業ཷ࡚ࡋ領ࡿࡍ費用㸦訪問介護ࡢ࡞介護保険サ࣮ビࢫ関わࡿ介護費用ࠊྠࡣ ୍

法人࡚ࡗࡼ提供ࡿࢀࡉ介護サ࣮ビ࡛ࢫあࠊࡶ࡚ࡗᮏ欄ࡣグ入࡚ࡋい࡞い㸧  

㸦利用料金ࡢ算定᰿拠㸧 

項目 算定根拠 

家賃 土地建物賃借代ࠊ設備費用ࢆ基礎ࡓࡋ金額ࠋ 

敷金 家賃4 ࡢ ヶ᭶ศ 

介護費用 ※介護保険サ࣮ビࡢࢫ自己㈇担費用ࡣ含࡞ࡲい 

管理費 施設維持㸦居室以እࡢ清掃࣭各設備Ⅼ検整備࣭࣮࢚࣋ࣞタ࣮保ᏲⅬ検࣭水

道高熱費࣭ࡢࡑ他日常生活費࣭修繕等㸧ࠋ 

食費 1日ศ 2,199㸦朝食 637 昼食 781 ኤ食 781 税込㸧ࠋ 

1 日 3 食࡛ 30 日ࡢ場ྜ࡛算出ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ欠食ࡢᒆ出ࡣ 3 日前࡛ࡲ

 ࠋࡍࡲࡋࡢࡶࡿࡍ精算ࠊ減額ࢆ食費ࡢ㸦税込㸧ࡈ1食ࠊࡋ

利用者ࡢ個ู的࡞選択 

 利用料ࢫサ࣮ビࡿࡼ

ู添㸰ࠕ᭷料老人࣭࣒࣮࣍サ࣮ビࢫ付ࡁ高齢者向け住宅ࡀ提供ࡿࡍサ࣮ビ

 ࠋࡾ通ࡢグ載覧表୍ࠖࡢࢫ

 利用料 介護用品費䚸嗜好品䚸消耗品䚸医療費等䛿ู途実費負担䚹ࢫサ࣮ビࡢ他ࡢࡑ

㸦特定施設入居者生活介護関すࡿ利用料金ࡢ算定᰿拠㸧 

※特定施設入居者生活介護等ࡢ提供を行っ࡚い࡞い場合ࡣ省略可能 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※対ࡿࡍ自己㈇担 介護保険㈇担割ྜ証グ載ࡢ㈇担割ྜࡿࡼ 

特定施設入居者生活介護※࠾けࡿ人員配置ࡀ手厚

い場ྜࡢ介護サ࣮ビࢫ㸦ୖ乗ࡏサ࣮ビࢫ㸧 

 

※ 介護予防࣭地域密着型ࡢ場ྜࢆ含ࠋࡴ 
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㸵 入居者ࡢ状況࠙冒頭記した記入日現在ࠚ 

㸦入居者ࡢ人数㸧 

性ู 男性 15人 

女性 45人 

ᖺ齢ู 65歳ᮍ満 1人 

65歳以ୖ 75歳ᮍ満 5人 

75歳以ୖ 85歳ᮍ満 17人 

85歳以ୖ 37人 

要介護ᗘู 自立 人 

要支援㸯 4人 

要支援㸰 0人 

要介護㸯 16人 

要介護㸰 8人 

要介護㸱 16人 

要介護㸲 10人 

要介護㸳 6人 

入居期間ู 6᭶ᮍ満 12人 

᭶以ୖ6 1ᖺᮍ満 5人 

1ᖺ以ୖ 5ᖺᮍ満 43人 

5ᖺ以ୖ 10ᖺᮍ満 人 

10ᖺ以ୖ 15ᖺᮍ満 人 

15ᖺ以ୖ 人 

 

㸦入居者ࡢ属性㸧 

ᖹ均ᖺ齢 85歳 

入居者数ྜࡢ計 60人 

入居率※ 95.2％ 

※入居者数ྜࡢ計ࢆ入居定員数࡛除࡚ࡋ得ࡓࢀࡽ割ྜ୍ࠋ時的ᅾ࡚ࡗ࡞いࡿ者ࡶ入居者含ࠋࡴ 

 

㸦前年度࠾けࡿ退去者ࡢ状況㸧 

退去ඛูࡢ人数 自宅等 人 

社会福祉施設 5人 

་療機関 人 

死亡者 14人 

 他 0人ࡢࡑ

生前解約ࡢ状況 施設側ࡢ申ࡋ出 0人 

㸦解約⏤ࡢ例㸧 

入居者側ࡢ申ࡋ出 9人 

㸦解約⏤ࡢ例㸧特養引越ࡓࡋࡋいࠋ KPࡢ自宅近くࡢ施設

引越ࡓࡋࡋいࠋ 
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㸶．苦情࣭事故等関すࡿ体制 

㸦利用者ࡢࡽ苦情対応すࡿ窓口等ࡢ状況㸧※複数ࡢ窓口ࡀあࡿ場合ࡣ欄を増やし࡚記入すࡿこࠋ 

窓口ྡࡢ称 ア࣑カࡢ郷草加管理者又ࡈࠕࡣ意見箱ࠖ 

電ヰ番号 㸮㸲㸶㸫㸷㸲㸴㸫㸳㸷㸮㸮 

対応࡚ࡋいࡿ時間 ᖹ日 㸰㸲時間対応 

土曜日 㸰㸲時間対応 

日曜࣭祝日 㸰㸲時間対応 

定休日 ࡋ࡞ 

 

窓口ྡࡢ称 ࠾客様相談室 

電ヰ番号 㸮㸯㸰㸮㸫㸰㸷㸲㸫㸵㸵㸲 / 㸮㸲㸶㸫㸴㸱㸯㸫㸱㸴㸷㸮 

対応࡚ࡋいࡿ時間 ᖹ日 㸶㸸㸱㸮 ～ 㸯㸵㸸㸱㸮 

土曜日 - 

日曜࣭祝日 - 

定休日 土࣭日࣭ᖺᮎᖺ始 

 

窓口ྡࡢ称 草加市 地域介護課 

電ヰ番号 㸮㸲㸶㸫㸷㸰㸰㸫㸮㸯㸳㸯(代表) 

対応࡚ࡋいࡿ時間 ᖹ日 㸶㸸㸱㸮 ～ 㸯㸵㸸㸮㸮 

土曜日 - 

日曜࣭祝日 - 

定休日 土࣭日࣭祝日࣭ᖺᮎᖺ始 

 

窓口ྡࡢ称 埼玉┴国民健康保険団体連ྜ会 介護福祉課 苦情対応係 

電ヰ番号 㸮㸲㸶㸫㸶㸰㸲㸫㸰㸳㸴㸶 

対応࡚ࡋいࡿ時間 ᖹ日 㸶㸸㸱㸮～㸯㸰㸸㸮㸮ࠊ㸯㸱:㸮㸮～㸯㸵:㸮㸮 

土曜日 - 

日曜࣭祝日 - 

定休日 土࣭日࣭祝日࣭ᖺᮎᖺ始 

 

㸦サ࣮ビスࡢ提供ࡾࡼ賠償すࡁ事故ࡀ発生したࡢࡁ対応㸧 

損害賠償責任保険ࡢ加入状況 㸯 あࡾ 㸦ࡢࡑෆ容㸧介護賠償責任保険加入㸦損害保険

 ン株式会社㸧ࣃャࢪ

㸰 ࡋ࡞ 

介護サ࣮ビࡢࢫ提供ࡾࡼ賠償ࡁࡍ

故ࡀⓎ生ࡢࡁࡓࡋ対応 

㸯 あࡾ 㸦ࡢࡑෆ容㸧サ࣮ビࢫ提供ୖࡢ故ࡾࡼ入居者

ྍࠊ場ྜࡓࡋⓎ生ࡀ損害生命࣭身体࣭㈈産ࡢ

抗力ࡿࡼ場ྜࢆ除ࡁ賠償ࠋࡿࢀࡉ 

㸰 ࡋ࡞ 

故対応及びࡢࡑ予防ࡢࡵࡓࡢ指針 㸯 あࡾ  㸰 ࡋ࡞ 
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㸦利用者等ࡢ意見を把握すࡿ体制ࠊ第三者ࡿࡼ評価ࡢ実施状況等㸧 

利用者アンࢺ࣮ࢣ調査ࠊ意見箱

等利用者ࡢ意見等ࢆ把握ࡿࡍ

ྲྀ組ࡢ状況 

㸯 あࡾ 実施日 ᖺ  ᭶  日 

結果ࡢ開示 㸯 あࡾ  㸰ࡋ࡞ 

㸰 ࡋ࡞ 

第୕者ࡿࡼ評価ࡢ実施状況 㸯 あࡾ 実施日  

評価機関ྡ称  

結果ࡢ開示 㸯 あࡾ  㸰ࡋ࡞ 

㸰 ࡋ࡞ 

 

㸷．入居希望者ࡢ事前ࡢ情報開示 

入居契約書ࡢ雛形 㸯 入居希望者公開  

㸰 入居希望者交付  

㸱 公開࡚ࡋい࡞い 

管理規程 㸯 入居希望者公開  

㸰 入居希望者交付  

㸱 公開࡚ࡋい࡞い 

業収支計⏬書 㸯 入居希望者公開  

㸰 入居希望者交付  

㸱 公開࡚ࡋい࡞い 

㈈ົ諸表ࡢ要᪨ 㸯 入居希望者公開  

㸰 入居希望者交付  

㸱 公開࡚ࡋい࡞い 

㈈ົ諸表ࡢ原ᮏ 㸯 入居希望者公開  

㸰 入居希望者交付  

㸱 公開࡚ࡋい࡞い 

 

㸯㸮．そࡢ他 

㐠営懇談会 㸯 あࡾ 㸦開催頻ᗘ㸧 ᖺ 1 回 

㸰 ࡋ࡞ 

 㸯 代替措置あࡾ 㸦ෆ容㸧 

㸰 代替措置ࡋ࡞ 

提携ࡢ࣒࣮࣍移行  

࠙表示項ࠚ 

㸯 あࡾ㸦提携ྡ࣒࣮࣍㸸       㸧 

㸰 ࡋ࡞ 

᭷料老人࣒࣮࣍設置時ࡢ老人福祉

法第 29条第㸯項規定ࡿࡍᒆ出 

㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞  

㸱 サ࣮ビࢫ付ࡁ高齢者向け住宅ࡢⓏ録ࢆ行࡚ࡗいࠊࡵࡓࡿ高齢者ࡢ居

住ࡢᏳ定確保関ࡿࡍ法ᚊ第 23条ࡢ規定ࠊࡾࡼᒆ出ࡀ要 

高齢者ࡢ居住ࡢᏳ定確保関ࡿࡍ

法ᚊ第㸳条第㸯項規定ࡿࡍサ࣮

㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 
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ビࢫ付ࡁ高齢者向け住宅ࡢⓏ録 

᭷料老人࣒࣮࣍設置㐠営指指針

㸳.規模及び構造設備ࠕ ࡋ致ྜࠖ

 い項࡞

㸯 あࡾ 㸰 ࡋ࡞ 

 ྜ致࡞ࡋい項ࡀあࡿ場ྜࡢ

ෆ容 

 

ࡢ活用ࡢ㸴㸬既存建築物等ࠕ

場ྜ等ࡢ特例ࠖࡢ適ྜ性 

㸯 適ྜ࡚ࡋいࡿ㸦代替措置㸧  

㸰 適ྜ࡚ࡋいࡿ㸦将来ࡢ改善計⏬㸧  

㸱 適ྜ࡚ࡋい࡞い  

᭷料老人࣒࣮࣍設置㐠営指ᑟ指針

 適ྜ項ࡢ

 

 適ྜ項ࡀあࡿ場ྜࡢෆ容  

 

添付書類㸸ู添㸯㸦ู実施ࡿࡍ介護サ࣮ビ୍ࢫ覧表㸧 

 ู添㸰㸦᭷料老人࣭࣒࣮࣍サ࣮ビࢫ付ࡁ高齢者向け住宅ࡀ提供ࡿࡍサ࣮ビ୍ࡢࢫ覧表㸧 

ู添㸱㸦基ᮏ料金㸧 

ู添㸲㸦加算算定要件㸧 

ู添㸳㸦㔜ᗘ対応及び┳ྲྀࡾ関ࡿࡍ指針㸧 
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ᮏ書ࡣ㸰通ࢆ作成ࠊࡋ入居者ࠊ業者ࡀ署ྡ又ࡣグྡ押༳ࠊୖࡢ㸯通ࡘࡎ保᭷ࠋࡍࡲࡋࡢࡶࡿࡍ 

   ᖺ   ᭶   日 

業者 

入居者対࡚ࡋᮏ書ࢆ交付ࠊࡋ契約書及びᮏ書基࡙い࡚㔜要࡞項ࢆ説明ࠊࡋ 

ྠ意ࢆ得ࠋࡓࡋࡲ 

業者ྡ Ａ㹊ＳＯ㹉介護株式会社 

住ᡤ 埼玉┴ࡉいࡲࡓ市大宮༊୕橋目 795番地 

業ᡤ 

業ᡤྡ ア࣑カࡢ郷草加 

住ᡤ 埼玉┴草加市清門୍目㸰㸵㸵番地㸯 

説明者  ㊞ 

 客様࠾

私ࠊࡣᮏ書ࡢ交付ཷࢆけࠊ契約書及びᮏ書ࠊࡾࡼ業者ࡽサ࣮ビࢫ等ࡘい࡚ࡢ 

㔜要項ࡢ説明ཷࢆけྠ意ࠋࡓࡋࡲࡋ 

ྠ意日      ᖺ   ᭶   日 

 

住ᡤ  

氏ྡ  ㊞ 

身元引ཷ人 

  関係ࡢ客様࠾

住ᡤ  

連絡ඛ  

氏ྡ  ○༳  
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別添㸯 事業主体ࡀ当該都道府┴ࠊ指定都市ࠊ中᰾市内࡛実施すࡿ他ࡢ介護サ࣮ビス 

介護サ࣮ビࡢࢫ種類 業ᡤྡࡢ称 ᡤᅾ地 

＜居宅サ࣮ビࢫ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問介護 あࡋ࡞   ࡾ   訪問介護業ᡤあ࠾ࡀࡉ㔝公園 市中央༊ᮏ⏫東ࡲࡓいࡉ  5

-6-5 

訪問入浴介護 あࡋ࡞   ࡾ     

訪問┳護 あࡋ࡞   ࡾ   ALSOKࡢ介護ࡉいࡲࡓ訪問┳護ࢫ

ョンࢩ࣮ࢸ  

市大宮༊୕橋ࡲࡓいࡉ

2-794-2 

訪問ࣜࣁビࣜࢩ࣮ࢸョン あࡋ࡞   ࡾ     

居宅療養管理指ᑟ あࡋ࡞   ࡾ     

通ᡤ介護 あࢹ   ࡋ࡞   ࡾイサ࣮ビࢫセンタ࣮㐟࣭蓮⏣  蓮⏣市東 2-1-25 

通ᡤࣜࣁビࣜࢩ࣮ࢸョン あࡋ࡞   ࡾ     

短期入ᡤ生活介護 あࢩ   ࡋ࡞   ࡾョ࣮ࢸࢫࢺイࡢ࡞ࢇࡳ家࣭  

大宮ྜྷ㔝⏫  

⏫市༊ྜྷ㔝ࡲࡓいࡉ  

1-356-1 

短期入ᡤ療養介護 あࡋ࡞   ࡾ     

特定施設入居者生活介護 あࡋ࡞   ࡾ   ア࣑カࡢ郷越谷  越谷市宮ᮏ⏫ 3-142-1 

福祉用具貸 あࡓ   ࡋ࡞   ࡾくࡾ福祉用具埼玉南センタ࣮  戸⏣市笹目 1-13-24 

特定福祉用具販売 あࡓ   ࡋ࡞   ࡾくࡾ福祉用具埼玉南センタ࣮  戸⏣市笹目 1-13-24 

＜地域密着型サ࣮ビࢫ＞ 

 
 
 
 
 
 
 

定期巡回࣭随時対応型訪問介護┳護 あࡋ࡞   ࡾ     
夜間対応型訪問介護 あࡋ࡞   ࡾ     

認知症対応型通ᡤ介護 あࡋ࡞   ࡾ     

ᑠ規模多機能型居宅介護 あࡋ࡞   ࡾ     

認知症対応型共ྠ生活介護 あ࣮ࣝࢢ   ࡋ࡞   ࡾプࡢ࡞ࢇࡳ࣒࣮࣍家࣭  

あࡏࡀࡁ  

志木市中宗岡 3-25-10 

地域密着型特定施設入居者生活介護 あࡋ࡞   ࡾ     

地域密着型介護老人福祉施設入ᡤ者生活介護 あࡋ࡞   ࡾ     

┳護ᑠ規模多機能型居宅介護 あࡋ࡞   ࡾ     

居宅介護支援 あࡋ࡞   ࡾ   
居宅介護支援業ᡤあ࠾ࡀࡉ東

浦和  

市緑༊大間木ࡲࡓいࡉ 550-1 

＜居宅介護予防サ࣮ビࢫ＞ 

 介護予防訪問入浴介護 あࡋ࡞   ࡾ     

介護予防訪問┳護 あࡋ࡞   ࡾ   居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  

介護予防訪問ࣜࣁビࣜࢩ࣮ࢸョン あࡋ࡞   ࡾ     

介護予防居宅療養管理指ᑟ あࡋ࡞   ࡾ     

介護予防通ᡤࣜࣁビࣜࢩ࣮ࢸョン あࡋ࡞   ࡾ     

介護予防短期入ᡤ生活介護 あࡋ࡞   ࡾ   居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  

介護予防短期入ᡤ療養介護 あࡋ࡞   ࡾ     

介護予防特定施設入居者生活介護 あࡋ࡞   ࡾ   居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  

介護予防福祉用具貸 あࡋ࡞   ࡾ   居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  

特定介護予防福祉用具販売 あࡋ࡞   ࡾ   居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  居宅サ࣮ビࡌྠࢫ  

＜地域密着型介護予防サ࣮ビࢫ＞ 

 

 

 

介護予防認知症対応型通ᡤ介護 あࡋ࡞   ࡾ     

介護予防ᑠ規模多機能型居宅介護 あࡋ࡞   ࡾ     

介護予防認知症対応型共ྠ生活介護 あࡋ࡞   ࡾ   地域密着型サ࣮ビࡌྠࢫ  地域密着型サ࣮ビࡌྠࢫ  

介護予防支援 あࡋ࡞   ࡾ   
高齢者あࢇࡋࢇ相談センタ࣮あ

ࡏࡀࡁ  

志木市中宗岡 3-25-10 

＜介護保険施設＞ 

 
 
 

介護老人福祉施設 あࡋ࡞   ࡾ     
介護老人保健施設 あࡋ࡞   ࡾ     
介護療養型་療施設 あࡋ࡞   ࡾ     

 



 

 

別添２             有料老人ホ࣮ム࣭サ࣮ビス付ࡁ高齢者向け住宅ࡀ提供するサ࣮ビスの一覧表  

特定施設入居者生活介護㸦地域密着型࣭介護予防を含む㸧の指定の有無 ࡋ࡞   あࡾ  

 特定施設入 居者生 活介
護費࡛ࠊ実施ࡿࡍサ࣮ビ
㸦利用者一部負担ࢫ ※ 1㸧 

個別ࡢ利用料࡛ࠊ実施ࡿࡍサ࣮ビࢫ  

備  考  㸦利用者ࡀ全額負担㸧  包含 ※ 2  都度 ※ 2  
 

料金 ※ 3  

介護サ࣮ビࢫ          

 食事介助 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

 排泄介助࣭࠾むつ交換 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

むつ代࣭廃棄料࠾  ࡋ࡞     あࡾ   ○  実費   

 入浴㸦一般浴㸧介助࣭清拭 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  3,300 円 /回  週 3 回以ୖࡢ場合㸦税込㸧  

 特浴介助 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  3,300 円 /回  週 3 回以ୖࡢ場合㸦税込㸧  

 身辺介助㸦移動࣭着替え等㸧 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

 機能訓練 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

 通院介助 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1, 6 50 円 / 3 0 分  提携外医療機関ࡢ場合㸦税込㸧  

生活サ࣮ビࢫ          

 居室清掃 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  3,300 円 /回  週 2 回以ୖࡢ場合㸦税込㸧  

 リネン交換 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1,650 円 /回  週 2 回以ୖࡢ場合㸦税込㸧  

 日常ࡢ洗濯 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1,650 円 /回  週 3 回以ୖࡢ場合㸦税込㸧  

 居室配膳࣭ୗ膳 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

 入居者ࡢ嗜好応ࡌた特別࡞食事 ࡋ࡞     あࡾ   ○  実費   

やつ࠾  ࡋ࡞     あࡾ      

 理美容師よࡿ理美容サ࣮ビࢫ ࡋ࡞     あࡾ   ○  実費  料金ࡣ提携先よࡿ  

 医療費 ࡋ࡞     あࡾ   ○  実費   

 そࡢ他日常生活費 ࡋ࡞     あࡾ   ○  実費  娯楽費ࠊ行事関係費ࢡࠊリ࣮ニンࢢ等  

 買い物代行 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1, 6 50 円 / 3 0 分  週 2 回以ୖࡢ場合㸦税込㸧  

 役所手続ࡁ代行 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1, 6 50 円 / 3 0 分  㸦税込㸧  

 金銭࣭貯金管理 ࡋ࡞     あࡾ      

健康管理サ࣮ビࢫ          

 定期健康診断 ࡋ࡞     あࡾ   ○  実費  年㸯回  

 健康相談 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

 生活指導࣭栄養指導 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

 服薬支援 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

 生活リࢬムࡢ記録㸦排便࣭睡眠等㸧 ࡋ࡞  あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

入㏥院時࣭入院中ࡢサ࣮ビࢫ          

 移㏦サ࣮ビࢫ ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1, 6 50 円 / 3 0 分  㸦税込㸧  

 入㏥院時ࡢ同行 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1, 6 50 円 / 3 0 分  提携外医療機関ࡢ場合㸦税込㸧  

 入院中ࡢ洗濯物交換࣭買い物 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ   ○  1, 6 50 円 / 3 0 分  㸦税込㸧  

 入院中ࡢ見舞い訪問 ࡋ࡞   あࡾ ࡋ࡞   あࡾ      

※㸯：利用者ࡢ所得等応࡚ࡌ負担割合ࡀ変わࡿ㸦㸯割又ࡣ㸰割又ࡣ㸱割ࡢ利用者負担㸧ࠋ  

※㸰：ࠕあࠖࡾを記入ࡋたࠊࡣࡁ各種サ࣮ビࡢࢫ費用ࠊࡀ月額ࡢサ࣮ビࢫ費用包含さࡿࢀ場合ࠊサ࣮ビࢫ利用ࡢ都度払いよࡿ場合応ࠊ࡚ࡌいࡢࢀࡎ欄 ○を記入ࠋࡿࡍ  

※㸱：都度払いࡢ場合ࠊ㸯回あたࡢࡾ金額ࠊ࡞単位を明確࡚ࡋ記入ࠋࡿࡍ  



Ⅲ別ኡ≖Ⅳ

≋地域別単価≌ 草加市 ‧ኢ地 10.45 ⅙円

＜基本サ∞ビス費＞≋‥•日換算≌

Ⅸ≔割Ⅹ Ⅸ≕割Ⅹ Ⅸ≖割Ⅹ

183 5,490 ‧ „‥ •円 ‧„ ‥ 円 ‣‣„… …円 ‣ „․‣‣円

313 9,390 „‣․‧円 ‣‥円„ ‣円‧․ „ ․円‥…„

542 16,260 ‣ ‣„ 円 ‣ „円․ ‥‥„…円 ‧•„  円

609 18,270 ‣円‣․„• ‣円‥•„ ‥„‣‧円 ‧ „․  円

679 20,370 ․‣․„  円 ․‣„․ 円 …․„‧ …円  ‥„ •円

744 22,320 ․‥‥„․……円 ․‥„‥․‧円 … „ …円  „ …円

813 24,390 ․‧…„ ‧円 ․‧„…円 ‧•„ ‧円   „… ‥円

＜加算＞≋現在算定↖ⅼ↺加算に☑を付け↕い↭ↈ≌

Ⅸ≔割Ⅹ Ⅸ≕割Ⅹ Ⅸ≖割Ⅹ

□ ‥ ‡日 ‥円   円 ‣‣‥円

□ ․․‡日 ․‥円 … 円  円

□ ‣••‡月 ‣•‧円 ․•円 ‥‣…円

□ ․••‡月 ․•円 …‣円  ․ 円

□ ‣․‡日 ‣‥円 ․‧円 ‥円

□ ․•‡月 ․‣円 …․円  ‥円

□ ‥•‡月 ‥․円  ‥円 円…

□  •‡月  ‥円 ‣․ 円 ‣円

□ ‣‡日 ‣円 ‥円 ‧ 円 要介護↝↮

☑ 日‡ ‣•円 ‣円 ․円 要介護↝↮

□ ‣․•‡日 ‣․ 円 ․‧‣円 ‥  円 対象者↝↮

□ ․•‡回 ․‣円 …․円  ‥円 対象者↝↮

☑ …•‡月 …․円 …円 ‣․ 円 全員

☑ ‣••‡月 ‣•‧円 ․•円 ‥‣…円 対象者↝↮

□ …•‡月 …․円 …円 ‣․ 円 対象者↝↮

□ ‥•‡日 ‥․円  ‥円 円… 要介護↝↮

☑  ․～‣„․•‡日   ～‣„‥‥円 ‣‧‣～․„   円 ․․ ～…„•‣‥円

□ ‧ ․～‣„ •‡日 ‧～‣„ ‣円 ‣„‣„‥～  ․‣円 ‣„ ‣円‧„‧～…

□ ‥‡日 …円  円 ‣•円

□ …‡日 ‧円 円 ‣‥円

□ ‣•‡月 ‣‣円 ․‣円 ‥․円 全員

□ ‧‡月  円 ‣‣円 ‣ 円 全員

□ ․…•‡回 ․‧‣円 ‧•․円  ‧‥円 対象者↝↮

□ ‣••‡月 ‣•‧円 ․•円 ‥‣…円 全員

☑ ‣•‡月 ‣‣円 ․‣円 ‥․円 全員

□ ․․‡日 ․‥円 … 円  円

□ ‣‡日 ‣円 ‥円 ‧ 円

☑  ‡日  円 ‣‥円 ‣円

□

☑
□

□

要介護≗

～基本料～

≋介護予防≌特定施設入居者生活介護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

要介護度 単位 総単位数
介護報酬

総額

利用者負担額≋月額≌

要支援≔

要支援≕

要介護≔

要介護≕

要介護≖

要介護≘

加算 加算↝種類 算定単位 備考

入居ዒዓ支援加算≋≌
要介護↝↮

入居ዒዓ支援加算≋≌

生活機能向上連携加算≋≌
対象者↝↮

生活機能向上連携加算≋≌

自己負担額

個別機能訓練加算≋≌
対象者↝↮

個別機能訓練加算≋≌

ADL維持等加算≋≌
要介護↝↮

ADL維持等加算≋≌

認知症専門⇗ア加算≋≌
対象者↝↮

認知症専門⇗ア加算≋≌

夜間看護体制加算≋≌

夜間看護体制加算≋≌

若年性認知症入居者Ӗ入加算

口腔∝養ス⇕リ∞ニン⇖加算≋≌

科学的介護推進体制加算
協力医療機関連携加算≋相談∝診療を行う体制を常時
確保ↆ↕い↺協力医療機関↗連携ↆ場合≌

協力医療機関連携加算≋上記以外協力医療機関↗連携
ↆ場合≌

退院∝退所時連携加算

看ӕ↹介護加算≋≌
対象者↝↮

看ӕ↹介護加算≋≌

高齢者施設等感染対策向上加算≋≌

高齢者施設等感染対策向上加算≋≌

新興感染症等施設療養費

生産性向上推進体制加算≋≌

生産性向上推進体制加算≋≌

全員サ∞ビス提供体制強化加算≋≌

サ∞ビス提供体制強化加算≋≌

介護職員等処遇改善加算≋≌ 所定単位数↝‣․†％を加算

介護職員等処遇改善加算≋≌ 所定単位数↝‣․†․％を加算

サ∞ビス提供体制強化加算≋≌

介護職員等処遇改善加算≋≌ 所定単位数↝‣‣†•％を加算

介護職員等処遇改善加算≋Ⅳ≌ 所定単位数↝†％を加算

 ※備考欄記載↝≋対象者↝↮≌につい↕↞ഏ項別ኡ↝加算算定要件を満ↆ場合に算定ↄ↻↭ↈ⅛↭⅚新に加算を算定ↈ↺場合及びↃ
入居者様↝状況に応ↇ↕算定ↄ↻↺加算につい↕↞⅚算定を開始ↈ↺際に別途加算ӷ意書に署Ӹ捺印をいⅼ↭ↈ⅛



□ ‟‣‡日 ‟‣円 ‟‥円 ‟‧ 円

□ ‟‥‣‡日 ‟‥‥円 ‟ ‧円 ‟ 円

□ ‟‧…‡日 ‟‧ 円 ‟‣‣‥円 ‟‣ •円

□ ‟ ‣‡日 ‟ …円 ‟‣․円 ‟‣円․

□ ‟ ‡日 ‟ ‣円 ‟‣…․円 ‟․‣‥円

□ ‟ …‡日 ‟ 円 ‟‣‧‧円 ‟․‥․円

□ ‟‣‡日 ‟‧円 ‟‣ •円 ‟․‧…円

□

□

□

減算

身体拘束廃止未実施減算≋要支援‣≌

身体拘束廃止未実施減算≋要支援․≌

身体拘束廃止未実施減算≋要介護‣≌

身体拘束廃止未実施減算≋要介護․≌

身体拘束廃止未実施減算≋要介護‥≌

身体拘束廃止未実施減算≋要介護…≌

身体拘束廃止未実施減算≋要介護‧≌

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数↝‣％を減算

業務ዒዓ計画未策定減算 所定単位数↝‣％を減算

看護∝介護職員ⅻഎ員↝場合 所定単位数↝ •％↖算定



ż別紙４Ž

◆個別機能訓練加算

Ƃ指定特定施設入居者生活介護ȷ指定介護予防特定施設入居者生活介護ų加算算定要件ƃ

◆入居ዒዓ支援加算

ᲢⅠᲣ
Ĭ社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号ƴ掲ƛǔ行為を必要ƱƢǔ者Ʒ占Ǌǔ割合ƕ入居者Ʒ15％以ɥưあǔƜƱŵ
ĭ介護福祉士Ʒ数ƕŴ常勤換算方法ưŴ入居者Ʒ数ƕ6又ƸƦƷ端数を増ƢƝƱƴ1以ɥưあǔƜƱŵ

ᲢⅡᲣ
Ĭ社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号ƴ掲ƛǔ行為を必要ƱƢǔ者Ʒ占Ǌǔ割合ƕ入居者Ʒ5％以ɥ15％未満ưあǔƜƱŵ
ĭ介護福祉士Ʒ数ƕŴ常勤換算方法ưŴ入居者Ʒ数ƕ6又ƸƦƷ端数を増ƢƝƱƴ1以ɥưあǔƜƱŵ

◆生活機能向ɥ連携加算

ᲢⅠᲣ

Ĭ訪問ȷ通所ȪȏビȪȆȸǷョンを実施ƠƯいǔʙ業所又ƸȪȏビȪȆȸǷョンを実施ƠƯいǔ医療提供施設Ʒ理学療法士等や医師ƔǒƷ助
言ᲢǢǻǹメンȈȷǫンフǡȬンǹᲣをӖƚǔƜƱƕưƖǔ体制を構築ƠŴ助言をӖƚƨɥưŴ機能訓練指導員等ƕ生活機能Ʒ向ɥを目的Ʊ
Ơƨ個別機能訓練計画を作成等ƢǔƜƱŵ
ĭ理学療法士等や医師ƸŴ通所ȪȏビȪȆȸǷョン等Ʒサȸビǹ提供Ʒ場又ƸICTを活用Ơƨ動画等ƴǑǓŴ入居者Ʒ状態を把握ƠƨɥưŴ
助言を行うƜƱŵ

ᲢⅡᲣ
訪問ȷ通所ȪȏビȪȆȸǷョンƷ理学療法士ȷ作業療法士ȷ言語聴覚士ƕ入居者宅を訪問ƠƯ行う場合又ƸŴȪȏビȪȆȸǷョンを実施ƠƯ
いǔ医療提供施設Ʒ理学療法士ȷ作業療法士ȷ言語聴覚士ȷ医師ƕ訪問ƠƯ行う場合ƴ算定ŵ

ᲢⅡᲣ

Ĭ常勤Ʒ看護師を1Ӹ以ɥ配置ƠŴ看護ƴ係ǔ責任者を定ǊƯいǔƜƱŵ
ĭ看護職員又Ƹ病院や訪問看護ǹȆȸǷョンƱƷ連携ƠƯŴ24時間連絡ưƖǔ体制を確保ƠŴƔƭŴ必要ƴ応ơƯ健康ɥƷ管理等を行う体
制を確保ƠƯいǔƜƱŵ
Į重度化Ơƨ場合ƴƓƚǔ対応ƴ係ǔ指針を定ǊŴ入居Ʒ際ƴŴ利用者又ƸƦƷ家族ƴ対ƠƯϋ容を説明ƠŴӷ意を得ƯいǔƜƱŵ

ᲢⅠᲣ

Ĭ常勤専従Ʒ機能訓練指導員を1以ɥ配置ƢǔƜƱŵᲢ入居者ƕ100Ӹを超えǔ場合ƸŴ常勤換算数ư入居者÷100以ɥƷ機能訓練指導員を
配置ƢǔƜƱᲣ
ĭ機能訓練指導員Ŵ看護職員Ŵ介護職員Ŵ生活相談員ŴƦƷ˂Ʒ職種ƕ共ӷƠƯŴ入居者ƝƱƴ個別機能訓練計画を作成ƠŴ計画ƴ基ƮƖ機
能訓練を実施ƠŴ評価を行ƬƯいǔƜƱŵ
Į開始時及び3உƴ1回以ɥ入居者ƴ個別機能訓練計画Ʒϋ容を説明ƠŴ記録ƠƯいǔƜƱŵ

ᲢⅡᲣ
個別機能訓練加算ᲢⅠᲣを算定ƠƯいǔ入居者ƴƭいƯŴ個別機能訓練計画Ʒϋ容等Ʒ情報を厚生労働省ƴ提出ƠŴ機能訓練Ʒ実施ƴ当ƨƬ
Ư当該情報ƦƷ˂機能訓練Ʒ適ЏƔƭஊ効Ƴ実施ƷƨǊƴ必要Ƴ情報を活用ƢǔƜƱŵ

◆ＡＤＬ維持等加算

ᲢⅠᲣ

イų入居者等Ტ当該施設等Ʒ評価対象利用期間ƕ6உを超えǔ者ᲣƷ総数ƕ10人以ɥưあǔƜƱŵ
ȭų入居者等全員ƴƭいƯŴ利用開始உƱŴ当該உƷ翌உƔǒ起算ƠƯ6உ目Ტ6உ目ƴサȸビǹƷ利用ƕƳい場合ƸサȸビǹƷ利用ƕあƬ
ƨ最終உᲣƴƓいƯŴBarthelIndexを適Џƴ評価ưƖǔ者ƕADL値を測定ƠŴ測定Ơƨ日ƕ属ƢǔஉƝƱƴ厚生労働省ƴ提出ƠƯいǔƜ
Ʊŵ
ȏų利用開始உƷ翌உƔǒ起算ƠƯ6உ目Ʒஉƴ測定ƠƨADL値Ɣǒ利用開始உƴ測定ƠƨADL値を除ƠŴ初உƷADL値や要介護認定Ʒ
状況等ƴ応ơƨ値を加えƯ得ƨ値Ტ調整済ADL利得ᲣƴƭいƯŴ入居者等Ɣǒ調整済ADL利得Ʒɥ位及びɦ位ƦǕƧǕ1割Ʒ者を除いƨ者を
評価対象入居者等ƱƠŴ評価対象入居者等Ʒ調整済ADL利得を均ƠƯ得ƨ値ƕ1以ɥưあǔƜƱŵ

ᲢⅡᲣ
ĬADL維持等加算ᲢⅠᲣƷイƱȭƷ要件を満ƨƢƜƱŵ
ĭ評価対象入居者等Ʒ調整済ADL利得を均ƠƯ得ƨ値ƕ2以ɥưあǔƜƱŵ

◆夜間看護体制加算

ᲢⅠᲣ
Ĭ常勤Ʒ看護師を1Ӹ以ɥ配置ƠŴ看護ƴ係ǔ責任者を定ǊƯいǔƜƱŵ
ĭ夜勤又Ƹ宿直を行う看護職員Ʒ数ƕ1Ӹ以ɥưあƬƯŴƔƭŴ必要ƴ応ơƯ健康ɥƷ管理等を行う体制を確保ƠƯいǔƜƱŵ
Į重度化Ơƨ場合ƴƓƚǔ対応ƴ係ǔ指針を定ǊŴ入居Ʒ際ƴŴ利用者又ƸƦƷ家族ƴ対ƠƯϋ容を説明ƠŴӷ意を得ƯいǔƜƱŵ

◆退院ȷ退所時連携加算

◆若࠰性認知症入居者Ӗ入加算

Ӗƚ入Ǖƨ若࠰性認知症入居者ƝƱƴ個別Ʒ担当者を定ǊŴƦƷ者を中心ƴ当該入居者Ʒ特性やニȸǺƴ応ơƨサȸビǹを提供ƠƯいǔƜƱŵ

◆口腔ȷ養ǹǯȪȸニンǰ加算

介護サȸビǹʙ業所Ʒ従業者ƕŴ利用開始時及び利用中6உƝƱƴ入居者Ʒ口腔Ʒ健康状態及び養状態ƴƭいƯ確認を行いŴ当該情報を入居者を担当
Ƣǔ介護支援専門員ƴ提供ƠƯいǔƜƱŵ

◆科学的介護ਖ਼進体制加算

Ĭ入居者ƝƱƷŴADL値Ŵ養状態Ŵ口腔機能Ŵ認知症Ʒ状況やƦƷ˂Ʒ入所者Ʒ心身Ʒ状況等ƴ係ǔ基本的Ƴ情報を厚生労働省ƴ提出ƠƯいǔƜƱŵ
ĭ必要ƴ応ơƯサȸビǹ計画を見直ƢƳƲŴサȸビǹƷ提供ƴ当ƨƬƯŴɥ記Ʒ情報ƦƷ˂サȸビǹを適ЏƔƭஊ効ƴ提供ƢǔƨǊƴ必要Ƴ情報を活用
ƠƯいǔƜƱŵ

◆協力医療機関連携加算

協力医療機関ƕ相談Ŵ診療を行う
体制を常時確保ƠƯいǔ場合

Ĭ協力医療機関ƱƷ間ư利用者Ʒ病歴等Ʒ情報を共ஊƢǔ会議を定期的ƴ開催ƢǔƜƱŵ
ĭ協力医療機関ƕ利用者Ʒ急変時ƴ医師又Ƹ看護職員ƕ相談対応を行うƜƱŵ
Į協力医療機関ƕ高齢者施設等ƔǒƷ診療Ʒ求ǊƕあƬƨ場合ƴ診療を行う体制を常時確保ƠƯいǔƜƱŵ

ɥ記以外Ʒ協力医療機関Ʒ場合 Ĭ協力医療機関ƱƷ間ư利用者Ʒ病歴等Ʒ情報を共ஊƢǔ会議を定期的ƴ開催ƢǔƜƱŵ

Ĭ特定施設入居者生活介護費を算定ƠƯいǔƜƱŵᲢ外部サȸビǹ利用型Ŵ短期利用を除くᲣ
ĭ病院Ŵ診療所Ŵ介護老人保健施設又Ƹ介護医療院ƔǒŴ特定施設へƷ入居ưあǔƜƱŵ
Į医療提供施設Ʒ職員Ʊ面談等を行いŴ必要Ƴ情報Ʒ提供をӖƚƨɥưŴ特定施設サȸビǹ計画を作成ƠŴ利用ƴ関Ƣǔ調整を行うƜƱŵ



◆高齢者施設等感染対策向ɥ加算

◆看ӕǓ介護加算

ᲢⅠᲣ

Ĭ当該施設Ʒ看護職員Ŵ病院ǇƨƸ診療所Ŵ指定訪問看護ǹȆȸǷョンƷいƣǕƔƷ看護職員ƱƷ連携ư24時間連絡ưƖǔ体制をƱǔƜ
Ʊŵ
ĭ看ӕǓƴ関Ƣǔ指針を定ǊŴ施設入所Ʒ際ƴŴ入所者ƱƝ家族ƴ看ӕǓƴ関Ƣǔ定Ǌƨ指針ƴƭいƯϋ容Ʒ説明を行いŴӷ意を得ǔƜƱŵ
Į医師Ŵ看護職員Ŵ介護支援専門員Ŵ介護職員ƳƲƕ当該施設ƴƓいƯƷ看ӕǓƴƭいƯƷ協議を行いŴ指針ƴƭいƯ適宜見直ƢƜƱŵ
į看ӕǓƴ関ƠƯƷ職員研修を行うƜƱŵ
İ看ӕǓǱǢƸ個室ǇƨƸ静養室ƳƲを利用ƠŴ本人ŴƝ家族Ŵ周囲Ʒ入所者ƴ配慮ƢǔƜƱŵ

ᲢⅡᲣ ᲢⅠᲣƷ算定要件ƴ加えŴ看ӕǓ期ƴƓいƯ夜勤又Ƹ宿直ƴǑǓ看護職員を配置ƠƯいǔƜƱŵ

◆認知症専門ǱǢ加算

ᲢⅠᲣ

Ĭ認知症高齢者Ʒ日常生活自立度Ⅲ以ɥƷ者ƕ入居者Ʒ50％ưあǔƜƱŵ
ĭ認知症介護実践Ȫȸダȸ研修修了者を認知症高齢者Ʒ日常生活自立度Ⅲ以ɥƷ者ƕ20Ӹ未満Ʒ場合Ƹ1Ӹ以ɥŴ20Ӹ以ɥƷ場合ƴƸ1
ƴŴ当該対象者Ʒ数ƕ19を超えƯ10又Ƹ端数を増ƢƝƱƴ1を加えƯ得ƨ数以ɥ配置ƠŴ専門的Ƴ認知症ǱǢを実施ƠƯいǔƜƱŵ
Į当該ʙ業所Ʒ従業員ƴ対ƠƯŴ認知症ǱǢƴ関Ƣǔ留意ʙ項Ʒ伝達又Ƹ技術的指導ƴ係ǔ会議を定期的ƴ開催ƠƯいǔƜƱŵ

ᲢⅡᲣ
Ĭ認知症専門ǱǢ加算ᲢⅠᲣƷ要件を満ƨƠŴƔƭŴ認知症介護指導者養成研修修了者を1Ӹ以ɥ配置ƠŴʙ業所全体Ʒ認知症ǱǢƷ指導等
を実施ƠƯいǔƜƱŵ
ĭ介護Ŵ看護職員ƝƱƴ認知症ǱǢƴ関Ƣǔ研修計画を作成ƠŴ実施又Ƹ実施予定ưあǔƜƱŵ

◆サȸビǹ提供体制強化加算

ᲢⅠᲣ

Ĭ第ʚ種協定指定医療機関ƱƷ間ưŴ新興感染症Ʒ発生時等Ʒ対応を行う体制を確保ƠƯいǔƜƱŵ
ĭ協力医療機関等ƱƷ間ư新興感染症以外Ʒ一般的Ƴ感染症Ʒ発生時等Ʒ対応をӕǓ決ǊǔƱƱǋƴŴ感染症Ʒ発生時等ƴ協力医療機関等Ʊ
連携ƠŴ適Џƴ対応ƢǔƜƱŵ
Į診療報酬ƴƓƚǔ感染対策向ɥ加算又Ƹ外来感染対策向ɥ加算ƴ係ǔ届出を行Ƭƨ医療機関又Ƹ地域Ʒ医師会ƕ定期的ƴ行う院ϋ感染対策
ƴ関Ƣǔ研修又Ƹ訓練ƴ1࠰ƴ1回以ɥ参加ƠƯいǔƜƱŵ

ᲢⅡᲣ
Ĭ診療報酬ƴƓƚǔ感染対策向ɥ加算ƴ係ǔ届出を行Ƭƨ医療機関Ɣǒ3࠰ƴ1回以ɥʙ業所ϋư感染者ƕ発生Ơƨ場合Ʒ感染制御等ƴ係ǔ
実地指導をӖƚƯいǔƜƱŵ

◆新興感染症等施設療養費

利用者ƕ別ƴ厚生労働大臣ƕ定Ǌǔ感染症ƴ感染Ơƨ場合ƴ相談対応Ŵ診療Ŵ入院調整等を行う医療機関を確保ƠŴƔƭŴ当該感染症ƴ感染Ơƨ利用者
ƴ対ƠŴ適ЏƳ感染対策を行ƬƨɥưŴ介護サȸビǹを提供ƢǔƜƱŵ

◆生産性向ɥਖ਼進体制加算

ᲢⅠᲣ

Ĭ加算ᲢⅡᲣƷ要件を満ƨƠŴᲢⅡᲣƷȇȸǿƴǑǓ業務改善Ʒӕ組ƴǑǔ成果ƕ確認ƞǕƯいǔƜƱŵ
ĭ見ܣǓ機器等ƷȆǯȎȭǸȸを複数導入ƠƯいǔƜƱŵ
Į職員間Ʒ適ЏƳ役割Ў担Ʒӕ組等を行ƬƯいǔƜƱŵ
į１࠰以ϋƝƱƴ1回Ŵ業務改善Ʒӕ組ƴǑǔ効果を示ƢȇȸǿƷ提供を行うƜƱŵ

ᲢⅡᲣ

Ĭ利用者Ʒܤ全並びƴ介護サȸビǹƷ質Ʒ確保及び職員Ʒ負担軽減ƴ資Ƣǔ方策を検討ƢǔƨǊƷ委員会Ʒ開催や必要Ƴܤ全対策を講ơƨɥ
ưŴ生産性向ɥǬイȉȩインƴ基Ʈいƨ改善活動をዒዓ的ƴ行ƬƯいǔƜƱŵ
ĭ見ܣǓ機器等ƷȆǯȎȭǸȸを１ƭ以ɥ導入ƠƯいǔƜƱŵ
Į１࠰以ϋƝƱƴ1回Ŵ業務改善Ʒӕ組ƴǑǔ効果を示ƢȇȸǿƷ提供を行うƜƱŵ

◆介護職員等処遇改善加算

Ĭஉ給ƴǑǔ賃改善を実施ƠƯいǔƜƱŵ
ĭ旧ベȸǹǢップ等加算相当Ʒ賃改善を実施ƠƯいǔƜƱŵ
Į介護職員Ʒ職位Ŵ職責Ŵ職務ϋ容等ƴ応ơƨ任用等Ʒ要件Ŵ賃体系ƴƭいƯ明確Ƴ根拠規程を書面ư整備ƠŴ全ƯƷ介護職員ƴ周知ƠƯいǔƜƱŵ
į介護職員Ʒ資質向ɥƷ目標及び研修機会Ʒ提供ǇƨƸ技術指導等Ʒ実施Ŵ資格ӕ得ƷƨǊƷ支援ƴƭいƯ全ƯƷ介護職員ƴ周知ƠƯいǔƜƱŵ
İ介護職員ƴƭいƯ経験Ŵ資格等ǇƨƸ一定Ʒ基準ƴ基ƮƖŴ昇給Ƣǔˁ組ǈを設ƚƯいǔƜƱŵ
ı経験Ŵ技能Ʒあǔ介護職員Ʒうち１人以ɥƸ賃改善後Ʒ賃見込ǈƕ࠰額440万ό以ɥưあǔƜƱŵ
Ĳサȸビǹ提供体制強化加算ᲢⅠᲣǇƨƸᲢⅡᲣ及び入居ዒዓ支援加算を算定ƠƯいǔƜƱŵ
ĳ職場環境等要件を満ƨƠƯいǔƜƱŵ
ᲢⅠᲣĬ～ĳƷ全Ưを満ƨƢƜƱŵ
ᲢⅡᲣĬ～ıŴĳを満ƨƢƜƱŵ
ᲢⅢᲣĬ～İŴĳを満ƨƢƜƱŵ
ᲢⅣᲣĬ～įŴĳを満ƨƢƜƱŵ

ᲢⅠᲣ ʙ業所Ʒ介護職員Ʒ総数ƷうちŴ介護福祉士70％以ɥ又Ƹ勤ዓ࠰数10࠰以ɥƷ介護福祉士25％以ɥưあǔƜƱŵ

ᲢⅡᲣ ʙ業所Ʒ介護職員Ʒ総数ƷうちŴ介護福祉士60％以ɥưあǔƜƱŵ

ᲢⅢᲣ ʙ業所Ʒ介護職員Ʒ総数ƷうちŴ介護福祉士50％以ɥ又Ƹ常勤職員75％以ɥ又Ƹ勤ዓ7࠰以ɥ30％以ɥưあǔƜƱŵ
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䠍. 看ྲྀ䜚介護䛾基ᮏ理念
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䐢
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䠎. 急性期䛻䛚け䜛医師や医療機関䛸䛾連携体制

䠏. 入院期間中䛻䛚け䜛居住䛻係䜛諸費用や食費䛾ྲྀ扱い

䠐. 看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛考え方

䠑. 看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛ᮏ人䛚䜘び家族へ䛾意思確認䛾方法

看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛ケ䜰䛜必要䛺場合䚸訪問診療医䚸看護師䚸介護支援専門員䚸生活相談
員䚸介護スタッフ等他職種䛾連携䛾䜒䛸䚸入居者䛾症状䜢踏䜎え䚸当事業所䛷提供可能
䛺サ䞊ビス内容䛻䛴い䛶介護計画䜢作成䛧䚸ᮏ人䛚䜘びそ䛾家族䛻対䛧䛶説明䛧䚸同意
䜢得䛯ୖ䛷行い䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛹䛾䜘う䛺看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛ケ䜰䜢望䜣䛷い䜛䛾䛛䛻䛴い䛶話
䛧合い䚸ᮏ人䛚䜘び家族䛜望䜐生活䛜可能䛸䛺䜛䜘う䚸当事業所䛷䛾生活䛾⥅⥆䛰け䛷
䛺く䚸適ษ䛺医療機関へ䛾入院䛺䛹䜒含䜑䛶幅広く検討䛧䚸ᮏ人䛚䜘びそ䛾家族䛻選択
䛧䛶い䛯䛰け䜛䜘う対応い䛯䛧䜎䛩䚹

介護付有料老人ホ䞊䝮䚷䜰䝭䜹䛾郷

重度化対応及び看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛指針

入居者䛜䚸病状䛾重度化や加齢䛻䜘䜚衰弱䛧䚸人生䛾最終段㝵䛾状態䛻䛺䛳䛶䜒䚸ᮏ人
䛜望䜐慣䜜親䛧䜣䛰環境䛾中䛷最後䜎䛷暮䜙䛧䛶いく䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘う䛻䚸ᮏ人䛾意思䚸
䛺䜙び䛻家族䛾意向䜢最大限䛻尊重䛧䚸医療機関䚸家族等䛸䜒協力䛧䛶対応䜢䛧䜎䛩䚹䛺
䛚䚸適宜䚸看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛指針䛾見直䛧䜢行い䜎䛩䚹

入居者䛾介護度䛜進行䛧䛯場合䛷䜒䚸そ䛾人䜙䛧い生活䛾⥅⥆䜢支え䚸人間䛸
䛧䛶䛾尊厳䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻䚸変化䛻応䛨䛯適ษ䛺介護䜢提供䛧䜎䛩䚹
入居者䛾健康管理䛿䚸主治医又䛿協力医療機関䛸䛾連携䚸䜎䛯定期的䛺訪
問診療䚸往診䚸健康診断䛻䜘䜚行い䜎䛩䚹
看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛理念䚸及び方針䛻基䛵く質䛾高いサ䞊ビス䜢行う䜘うດ䜑䜎
䛩䚹
入居者䛿人道的且䛴Ᏻ䜙䛛䛺終ᮎ䜢迎え䜛権利䜢有䛧䛶い䜛䛾䛷䚸看ྲྀ䜚介
護実施時䛻䛿可能䛺限䜚尊厳䛸Ᏻ楽䜢保䛱䚸最大限䛾対応䜢䛧䜎䛩䚹
医師及び医療機関䚸家族等䛸䛾連携䜢図䜚䚸医師䛾指示䛾䜒䛸ᮏ人及び家族
䛾尊厳䜢支え䜛看ྲྀ䜚䛻ດ䜑䜎䛩䚹

介護付有料老人ホ䞊䝮䚷䜰䝭䜹䛾郷䠄以ୗ䛂当事業所䛃䛸いう䠅䛷䛿䚸急性期䛾ケ䜰䛻䛴い
䛶䛿䚸訪問診療医䚸看護師䚸介護支援専門員䚸生活相談員䚸介護スタッフ等䛜連携䛧䚸入
居者䛾症状䜢的確䛻把握䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸必要䛻応䛨䛶協力医療機関等䛾協力䜢得䛶䚸入
院等䛾必要䛺措置䜢行い䜎䛩䚹

入院期間中䛿入居者䛻対䛧䛶䚸契約書䛚䜘び重要事項説明書䛻䛶事前䛻説明䛧䚸同意
䜢得䛯料金以外䛿徴収䛧䜎せ䜣䚹

入居者䛚䜘びそ䛾家族䛜看ྲྀ䜚䛻際䛧䛶䚸当事業所䛷䛾生活䜢希望䛥䜜䜛場合䚸訪問診
療医䚸看護師䚸介護支援専門員䚸生活相談員䚸介護スタッフ等䛜連携䛧看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛
協議䜢行い䚸指針䛾見直䛧䜢行う䛸䛸䜒䛻必要䛻応䛨䛶協力医療機関等䛾協力䜢得䛺䛜
䜙入居者䛾症状䛻応䛨䛯必要䛺ケ䜰サ䞊ビス䜢提供䛧䜎䛩䚹䛺䛚䚸入居者䛾症状䛻䛴い
䛶訪問診療医䛚䜘び協力医療機関䛾医師䛺䛹䛜当事業所䛷䛾生活䜢⥅⥆䛩䜛䛣䛸䛜難
䛧い䛸ุ断䛧䛯場合䛿䚸入居者䛚䜘びそ䛾家族䛻説明䜢䛧䜎䛩䚹



＜看ྲྀ䜚介護実施䛻䛚け䜛職種䛤䛸䛾主䛺役割＞

䠒. 入居後䛾介護䛾考え方

＜Ᏻ定期＞

＜看ྲྀ䜚期＞

䠓. 看ྲྀ䜚介護

䐟

䐠

䐡

䐢

䐣

職種 役割

主治医

䞉健康状態䛾確認
䞉看ྲྀ䜚䛻関䛩䜛ᮏ人䛚䜘び家族へ䛾説明䚸意思確認
䞉看ྲྀ䜚期䛾診断䛸家族へ䛾説明
䞉看ྲྀ䜚期䛾医療対応䠄夜間䚸緊急時䛾対応䛸連携体制䠅
䞉死亡確認䚸死亡診断書等関係記録䛾記載䚸家族へ䛾説明

看護師

䞉医師䚸医療機関䛸䛾連携
䞉入居者䛾健康管理䚸状態把握
䞉看護ケ䜰䛾提供䠄Ᏻ楽䛾援ຓ䚸看ྲྀ䜚介護時䛾必要䛺措置等䠅
䞉䜹ンフ䜯䝺ンス䛾参加
䞉家族へ䛾説明や相談対応
䞉夜間䛚䜘び緊急時䛾対応䠄䜸ンコ䞊䝹体制䠅

緊急時そ䛾他連絡䛜必要䛷あ䜛䛸認䜑䛯場合䚸㏿や䛛䛻連絡䛧䜎䛩䚹

介護支援専門員
䞉家族へ䛾相談䚸支援
䞉䜹ンフ䜯䝺ンス䛾参加
䞉看ྲྀ䜚介護計画書䠄ケ䜰プラン䠅䛾作成

生活相談員
䞉家族へ䛾相談䚸支援
䞉䜹ンフ䜯䝺ンス䛾参加
䞉看ྲྀ䜚介護計画書䠄ケ䜰プラン䠅䛾作成

介護スタッフ

䞉日常的䛺介護ケ䜰䠄食事䚸排泄介ຓ䚸清潔保持䛾提供等䠅
䞉身体的䚸精神的緩和ケ䜰䛸Ᏻ楽䛺体位支援
䞉日々䛾状態䚸経過観察䛸記録䛾作成
䞉䜹ンフ䜯䝺ンス䛾参加
䞉家族へ䛾適時対応

入居後䛿当事業所䛷䛾生活䛻慣䜜䛶い䛯䛰く䛣䛸䜢主䛸䛧䛯ケ䜰䜢行い䜎䛩䚹当事業所
䛷䛷䛝䜛ケ䜰䜢䛤説明䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸常䛻医師䛸䛾連携䜢図䜚䚸治療䛜必要䛺場合䛿䚸選
択肢䜢提案䛧䚸そ䜜䛻対䛩䜛希望や要望䜢確認䛧䜎䛩䚹
緊急時䛾対応䛻䛴い䛶䛿䚸あ䜙䛛䛨䜑契約書䚸重要事項説明書䚸事前意思確認書等䛻
沿䛳䛶行い䜎䛩䚹䛣䛾場合䚸医療䛜必要䛸䛥䜜䛯時䛻䚸入院䛥䜜䜛䛛否䛛䜎䛯䛿酸素吸
入䚸輸液䚸喀痰吸引等䛾医療行為䜢行う䛛否䛛䛻対䛩䜛意思䜢あ䜙䛛䛨䜑䛚伺い䛧䜎
䛩䚹

回復䛾見込䜏䛜䛺い䛸いう医師䛾診断䜢䜒䛸䛻䚸日々䛾経過䛸様子䜢䜏䛺䛜䜙䚸看ྲྀ䜚
介護計画書䜢作成䛧䚸家族等䛻説明䛧䚸想定䛥䜜䜛状態䛸事業所䛜行うケ䜰䛻䛴い䛶䚸
同意䜢い䛯䛰䛝䜎䛩䚹

入居者䛚䜘び家族䛻対䛧䚸医師䛛䜙十ศ䛺説明䜢行い䚸改䜑䛶そ䛾同意䜢得
䛶職員間䛷連携䜢䛸䜚䚸看ྲྀ䜚介護䜢行い䜎䛩䚹
日々䛾状況䜢把握䛧䚸㝶時䚸家族䛻連絡䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸付䛝添い䚸宿泊䛾可能
性等䛻䛴い䛶䚸䛤相談䛧䜎䛩䚹
事業所䛷䛿䚸看ྲྀ䜚介護計画書䛻基䛵䛝䚸ケ䜰䜢行い䚸記録䜢行い䜎䛩䚹䜎䛯
尊厳あ䜛Ᏻ䜙䛛䛺最期䜢迎え䜛䛯䜑䚸入居者や家族䛾意向䛻沿䛳䛯生活空
間䚸身䛾周䜚䛾環境整備䛻ດ䜑䜎䛩䚹

入居者䛚䜘び家族䛾意向䛻変化䛜あ䜛場合䛻䛿䚸必要䛻応䛨䛶適宜計画䜢見
直䛧変更䛧䜎䛩䚹



䠔. 看ྲྀ䜚介護䛾振䜚返䜚

䠕. 職員研修䛻䛴い䛶

䠍䠌. 人生䛾最終段㝵䛻䛚け䜛医療䞉ケ䜰䛾在䜚方

䠍䠍. 人生䛾最終段㝵䛻䛚け䜛医療䞉ケ䜰䛾方針䛾決定手⥆䛝

䠄䠍䠅ᮏ人䛾意思䛾確認䛜䛷䛝䜛場合

䐟

䐠

䐡

䠄䠎䠅ᮏ人䛾意思䛾確認䛜䛷䛝䛺い場合

䐟

䐠

䐡

䐢

䠄䠏䠅複数䛾専門家䛛䜙䛺䜛話䛧合い䛾場䛾設置

ୖ記䠄䠍䠅及び䠄䠎䠅䛾場合䛻䛚い䛶䚸方針䛾決定䛻際䛧䚸医療䞉ケ䜰チ䞊䝮䛾中䛷心身䛾
状態等䛻䜘䜚医療䞉ケ䜰䛾内容䛾決定䛜困難䛺場合やᮏ人及び家族等䛸医療䞉ケ䜰チ䞊
䝮䛸䛾話䛧合い䛾中䛷䚸妥当䛷適ษ䛺医療䞉ケ䜰䛾内容䛻䛴い䛶䛾合意䛜得䜙䜜䛺い場
合等䛻䛴い䛶䛿䚸複数䛾専門家䛛䜙䛺䜛話䛧合い䛾場䜢ู途設置䛧䚸医療䞉ケ䜰チ䞊䝮
以外䛾者䜢加え䛶䚸方針等䛻䛴い䛶䛾検討及びຓ言䜢行い䜎䛩䚹

入居者や家族䛜望䜣䛷い䛯看ྲྀ䜚介護䛜䛷䛝䛯䛛䛹う䛛䚸事業所䛸䛧䛶職員䛸䛧䛶適ษ
䛺ケ䜰䛜䛷䛝䛯䛛䛹う䛛振䜚返䜚䜢行い䚸䜘䜚Ᏻ心䛷䛝䜛看ྲྀ䜚䜢行え䜛体制䜢再構築䛧
䜎䛩䚹

事業者䛷定䜑䜛看ྲྀ䜚䝬ニュ䜰䝹等䜢参考䛻事業所内䛷研修計画䜢作成䛧䚸看ྲྀ䜚介護
䛾理念䛾教育䚸死生観教育䚸看ྲྀ䜚期䛻起䛣䜚う䜛身体的䚸精神的変化へ䛾対応䚸夜間
及び緊急時へ䛾対応䠄䝬ニュ䜰䝹䛾周知䠅䚸チ䞊䝮ケ䜰䛾充実䚸䛤家族へ䛾支援䛾在䜚
方䚸実施䛧䛯看ྲྀ䜚介護䛾振䜚返䜚䠄検証䛸評価䠅等䛾内容䛻䛶実施䛧䜎䛩䚹

医師等䛾医療従事者䛛䜙適ษ䛺情報䛾提供䜢説明䛜䛺䛥䜜䚸そ䜜䛻基䛵い䛶医療䞉ケ䜰
䜢ཷけ䜛ᮏ人䛜多専門職種䛾医療䞉介護従事者䛛䜙構成䛥䜜䜛医療䞉ケ䜰チ䞊䝮䛸十ศ
ば話䛧合い䜢行い䚸ᮏ人䛻䜘䜛意思決定䜢基ᮏ䛸䛧䛯うえ䛷䚸人生䛾最終段㝵䛻䛚け䜛
医療䞉ケ䜰䜢進䜑䛶い䛝䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᮏ人䛾意思䛿変化䛩䜛䜒䛾䛷あ䜛䛣䛸䜢踏䜎え䚸ᮏ人䛜自䜙䛾意思䜢そ䛾都度示
䛧䚸伝え䜙䜜䜛䜘う䛺支援䛜医療䞉ケ䜰チ䞊䝮䛻䜘䜚行わ䜜䚸ᮏ人䛸䛾話䛧合い䜢繰䜚返䛧
行い䜎䛩䚹

ᮏ人䛾状態䛻応䛨䛯専門的䛺医学的検討䜢経䛶䚸医師等䛾医療従事者䛛䜙適
ษ䛺情報䛾提供䛸説明䛜䛺䛥䜜䜛䛣䛸䛜必要䛸䛺䜚䚸そ䛾うえ䛷䚸ᮏ人䛸医療䞉
ケ䜰チ䞊䝮䛸十ศ䛺話䛧合い䚸ᮏ人䛻䜘䜛意思決定䜢基ᮏ䛸䛧䚸多専門職種䛛
䜙構成䛥䜜䜛医療䞉ケ䜰チ䞊䝮䛸䛧䛶方針䜢決定䛧䜎䛩䚹

時間䛾経過䚸心身䛾状態䛾変化䚸医学的評価䛾変更等䛻応䛨䛶ᮏ人䛾意思
䛜変化䛩䜛䜒䛾䛷あ䜛䛣䛸䛛䜙䚸医療䞉ケ䜰チ䞊䝮䛻䜘䜚䚸適ษ䛺情報䛾提供䛸
説明䜢行い䚸ᮏ人䛜自䜙䛾意思䜢そ䛾都度示䛧䚸伝え䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘う䛺支
援䛜行い䜎䛩䚹䛣䛾際䚸ᮏ人䛜自䜙䛾意思䜢伝え䜙䜜䛺い状態䛻䛺䜛可能性
䛜あ䜛䛣䛸䛛䜙䚸家族等䜒含䜑䛶話䛧合い䜢繰䜚返䛧行い䜎䛩䚹

䛣䛾プ䝻セス䛻䛚い䛶話䛧合䛳䛯内容䛿䚸そ䛾都度䚸文書䛷記録䜢残䛧䜎䛩䚹

家族等䛜ᮏ人䛾意思䜢推定䛷䛝䜛場合䛻䛿䚸そ䛾推定意思䜢尊重䛧䚸ᮏ人䛻
䛸䛳䛶䛾最善䛾方針䜢䛸䜛䛣䛸䜢基ᮏ䛸䛧䜎䛩䚹
家族等䛜ᮏ人䛾意思䜢推定䛷䛝䛺い場合䛻䛿䚸ᮏ人䛻䛸䛳䛶何䛜最善䛷あ䜛
䛛䛻䛴い䛶䚸ᮏ人䛻代わ䜛者䛸䛧䛶家族等䛸十ศ䛻話䛧合い䚸ᮏ人䛻䛸䛳䛶䛾
最善䛾方針䜢䛸䜛䛣䛸䜢基ᮏ䛸䛧䜎䛩䚹䜎䛯時間䛾経過䚸心身䛾状態䛾変化䚸
医学的評価䛾変更等䛻応䛨䛶䛣䛾プ䝻セス䜢繰䜚返䛧行い䜎䛩䚹

家族等䛜ุ断䜢医療䞉ケ䜰チ䞊䝮䛻委䛽䜛場合䛿䚸ᮏ人䛻䛸䛳䛶䛾最善䛾方
針䜢䛸䜛䛣䛸䜢基ᮏ䛸䛧䜎䛩䚹
䛣䛾プ䝻セス䛻䛚い䛶話䛧合䛳䛯内容䛿䚸そ䛾都度䚸文書䛷記録䜢残䛧䜎䛩䚹


